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傍 聴 者 

安達議員 石橋議員 稲田議員 門脇議員 田村議員 矢田貝議員 渡辺議員 

一般６名 報道関係者１人 

審査事件 

議案第２７号 平成３０年度米子市一般会計補正予算（補正第５回）のうち当分科会所 

       管部分 

議案第２８号 平成３０年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算（補正第３回） 

議案第３１号 平成３０年度米子市介護保険事業特別会計補正予算（補正第３回） 

 議案第３２号 平成３０年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第３回） 

議案第３６号 平成３１年度米子市一般会計予算のうち当分科会所管部分 

議案第３７号 平成３１年度米子市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第４１号 平成３１年度米子市介護保険事業特別会計予算 

議案第４２号 平成３１年度米子市後期高齢者医療特別会計予算 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時４７分 開会 

○西川分科会長 予算決算委員会市民福祉分科会を開会いたします。本日は、１２日の本

会議で予算決算委員会に付託された議案のうち、当分科会の審査担当とされました議案８

件について審査いたします。 

 初めに、議案第２７号、平成３０年度米子市一般会計補正予算（補正第５回）のうち市

民生活部所管部分、議案第２８号、平成３０年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予

算（補正第３回）及び議案第３２号、平成３０年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予

算（補正第３回）について、関連しますので、一括して議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 渡邊保険課長。 

○渡邊保険課長 まず、議案第２７号、平成３０年度米子市一般会計補正予算（補正第５

回）のうち、市民生活部所管部分について御説明いたします。 

 平成３０年度補正予算書のほうになりますけど、こちらの４３ページをまずお開きくだ

さい。下段の表で１目社会福祉総務費ですが、国保特会の事業実績に伴い繰り出しを行う

ものでございまして、財政安定化分を２億２,６９２万１,０００円追加するものでござい

ます。その２つ下のところの１１目後期高齢者医療費ですけれど、後期特会の事業実績に

伴い繰り出しを行うものでございまして、広域連合事務費負担金が７３万５,０００円減少、

保険料の軽減となった部分、保険基盤安定分を７５８万７,０００円追加、差し引き６８５

万２,０００円の追加でございます。 

 続きまして、議案第２８号、平成３０年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算（補

正第３回）について御説明いたします。 

 補正予算書の９ページをお開きください。第１条で、歳入歳出それぞれ６億４,１７３万

７,０００円を追加し、補正後の予算総額を１５１億５,６８０万２,０００円としておりま

す。 

 続いて、補正の予算の内容について御説明いたします。 

 ５６ページをお開きください。上段の表、療養給付費ですが、今年度の実績見込みによ
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り４億５５１万７,０００円を増額補正するものでございます。次に、中段の表、１目一般

被保険者後期高齢者支援金等分ですが、国保事業費納付金の確定に伴うもので、２,１０５

万７,０００円を増額補正するものでございます。その下、償還金でございますけれど、２

億１,５１６万３,０００円の追加補正でございます。これは、平成２９年度、前年度の療

養給付費等の精算に基づく国などへの返還金でございます。 

 次に、議案第３２号、平成３０年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第３

回）について御説明いたします。 

 まず、補正予算書の２５ページをお開きください。第１条で、歳入歳出それぞれ６８５

万２,０００円を増額し、補正後の予算総額を１８億１,５３８万３,０００円としておりま

す。 

 続いて、補正予算の内容について御説明いたします。 

 次は、７８ページをごらんください。１目鳥取県後期高齢者医療広域連合負担金ですが、

事務費分として７３万５,０００円減少、保険料の軽減となった部分、保険基盤安定分を７

５８万７,０００円を追加、差し引き６８５万２,０００円の追加でございます。 

 説明は以上です。 

○西川分科会長 当局の説明は終わりました。 

 委員の皆さんからの質疑、御意見を求めます。ありませんか。 

 戸田委員。 

○戸田委員 ５５ページの保険給付金のいわゆる、４億５５１万７,０００円、普通交付

金、この内容について、もう一度詳細に説明を伺っておきたいと思います。５５ページ。 

○西川分科会長 渡邊保険課長。 

○渡邊保険課長 国保の特別会計の保険給付費等交付金の細部についてでございますけ

れど、これは保険給付費、療養給付費等、一般的には国保のほうで給付部分として支出し

た額、これをそのまま県のほうから交付金として受け入れるものでございます。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 ほかに、後期高齢のほうは、今の一般会計から基盤安定ということで出して

おられる。それで、国保については今の財政安定化ということで名目を出しておるんです

けど、その違いは何ですか。そういうふうに明示されてますが、基盤安定化で一般会計か

ら特別会計に繰り出すと。それで、もう一つは、国保には財政安定化でということでやっ

ておられるんですけど、その中身、種類が違うのかどうなのか、その辺のところもきちっ

と説明されないと、後からまた質問しますけど、まず、それを伺っておきたい。 

○西川分科会長 渡邊保険課長。 

○渡邊保険課長 基盤安定の繰り入れといいますのは、保険料に対して、７割、５割、２

割を軽減、ちょっと基準ははしょりますけど、今回始めますけれど、軽減をしております。

その軽減した額を繰り入れるものでございます。財政安定化のほうにつきましては、米子

市の国保の状況に対して繰り入れるものでございまして、その軽減に該当する世帯が多け

れば、これはふえる要素となりますし、あと、そのメニューとしましては、米子市のほう

の病床数であったりするところもその算定対象となっているところでございます。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 そこがわかりにくくて、昨年度は今の病床数が少なかったので、今の財政安
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定化基金は入れなかったと。従来は、国保会計がなかなか立ち行かないので、基盤安定、

その財政安定、法定外繰り入れということで特会をずうっとしてきとったんだけど、今回

の財政安定化分２億２,６００万の算定根拠を説明されないと、２億２,６００万も特別会

計に一般会計から繰り入れる、いわゆる市税から負担するということだがんね。その内容

はどういうふうな検証をされておられるんですか。２億２,６００万を詳細に説明しならな

いけんがん。 

○西川分科会長 渡邊保険課長。 

○渡邊保険課長 財政安定化支援事業につきましては、繰り出しの基準というのが決まっ

ておりまして、３つあります。保険料負担能力補填から計算する部分、病床数が多いこと

によって計算する部分、年齢構成差によって計算する部分ということでございまして、具

体的なところでいいますと、最初の負担能力補填分というのは、軽減対象となった世帯、

こちらをもとに一定の算出により計算されるものとなっております。２つ目の病床数につ

いては、基準のほうに当てはまらないため、ここはゼロということになっております。年

齢構成補正分ということで、６０歳以上７４歳未満の人数によって計算する部分となって

おりまして、これで一定の算出によりまして２億２,６００万の数字となったところでござ

います。本繰り入れに対しましては交付税措置がされておりまして、８割部分が当たるも

のと聞いております。以上です。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 それで交付税措置があるんだということは私も理解しておるんですが、これ、

いつも私、議論しとったんですけども、今の国保会計がなかなか立ち行かないということ

で、徴収率の向上も上げていくんだと、今の国保保険料の負担金も上げてきたと。３点セ

ットで、３年前かな、そういう議決をしたんだけど、ここで一つ私が伺っておきたいのは、

財政安定化のいわゆる繰出金というのは、これは上限があるんですか。基準に基づいて何

か、４億なら４億以上出せないとか、そういうような基準があるんですか。ただ、今説明

された内容を私も理解しておるんですけど、その理解に基づいて、幾らでも出せるんです

か。 

○西川分科会長 渡邊保険課長。 

○渡邊保険課長 先ほど言いましたポイントによりまして、一定の計算式がございますの

で、そこで出た金額が頭打ちと承知しております。 

○戸田委員 で、幾らぐらいなの。 

○西川分科会長 渡邊保険課長。 

○渡邊保険課長 それが２億２,６００万です。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 従来は、財政安定化で４億ぐらい支出をして、それがなおかつ足りなくて、

法定外繰り入れをしたという事例があるのは私、承知しておるんです。渡邊さんもそれは

理解しとられると思うんだけど、そういうような法定外繰り入れというようなことじゃな

くて、財政安定化の２億２,６００万であったんだけど、これは毎年こういう、病床数の問

題も出てくるんでしょうけど、先ほど説明された中で変動は相当あるということは、これ

からも見込んでおかないといけないんですか。昨年度は、平成２９年度末は、そういう財

政安定はしなかったと私、理解しとるだけど、したかいね。だから、その辺のところは毎
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年その基盤安定で、平成３１年度も約８億９,０００万、予算組んでおられるんだけど、そ

の財政安定化は後からまた出てくるという、その辺のところの見込み額っていうのは、い

つも最終補正でせないけんのは十分理解するんだけれども、財政安定化のそのお金ってい

うのは、変動することはもう承知しておかなければならない、いわゆる前提であるという

のが考え方なのかね。副市長、その辺はどうなの。理解できん。 

○西川分科会長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 私も若干、実を言うと、暗いとこがありますので、想像的な話になります

けど、国保は構造的に難しいというものがございまして、そこについて、今、担当課長か

ら御説明いたしましたが、一定の基準、計算値、その高齢者の人数がどれぐらいあるのと

か、軽減措置がどれぐらいあるかというようなことの一定の計算式、これは国が決めた全

国一律の計算式であって、それで補填する部分。本市の場合はことし、今お願いしてる段

階でありますが、ここまでは、これは全国共通の必要経費だということで補填をし、そこ

までの分については、国が８割は、これは交付税で見ましょうと、残りは自主財源でやっ

てくださいよと。これは自主財源でやってくださいということというのは、もともとの交

付税の構造上、自主財源部分というのはありますので、それは当然そこでやってください

という話であります。それを上回る部分について、どうしても赤字補填が必要であれば、

それは法定外、つまりルール外として、自前でやってくださいという、これが基本的なル

ールになってるということであります。 

 議員御指摘の話は、数年前、去年から黒字になってるんですかね。それより前は、どう

しても法定繰り入れをしてもまだ赤字が出て、そこの部分を法定外で議会にも御理解いた

だいて埋めとった、これはもう純粋な、単市費で埋めとったということでありますが、徴

収率の向上等々の努力、あるいは近時の医療費の動向等の結果、昨年度から黒字になって

まして、いわゆる法定外繰り入れというのはなくなって、実質的な市の身銭を切るという

ことはしなくて済むようになったというのが今の状況であります。この状態を絶対我々と

しては堅持したいというのがあると、このように思っておるとこでありますので、御理解

いただきたいと思っております。 

○西川分科会長 ほか、ありませんか。 

 渡邊保険課長、失礼しました。 

○渡邊保険課長 済みません、副市長がお話しいただいた後で申しわけないんですけれど、

ちょっと誤解があるようですので、財政安定化につきましては、ここ四、五年は確実に一

般会計から繰り入れをさせてもらっているところでございます。あわせて、本事業に対す

る財政措置は地方交付税によって行ってるものですけれど、一般会計からの繰り出しにつ

いては、各市町村のそれぞれの地域の実情に即して独自に決定すべきものということで、

国のほうからは通達をもらっているところでございます。 

○戸田委員 あなたが言うとわしも言わないけん。私が言いたいのは、当初予算編成を８

億９,０００万組んどる中だったら、前年度実績をある程度見込んで、実績ベースを翌年度

に見込んで予算措置されるでしょう。だから、今の実証数に基づいて変動があるけん、そ

の辺の財政安定化も繰り入れないけんということは理解するんだよ。だけど、ある程度、

２億３,０００万も出てくるのであれば、前年度を実績とした当初予算編成の見込み額が私

は甘かったんではないかっていうことを本当は言いたいわけだ。そこを言わずにおこうか
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と思ったけど、だけど、そこをきちっとしないと、財政安定化でいつも十分にその辺のと

ころ、最終補正で見込んでいただけるというような事務が恒常的なものであったら、私は

いかがなものかなと思っておるんです。そこまで言わないけんかいな。 

○西川分科会長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 私のほうから。議員の御指摘もごもっともであります。ぜひ御理解いただ

きたいのは、御案内のとおり、保険体制、いわゆる県の財政所管というやり方に変わっと

るわけですね。ことしから。 

 議員の御指摘、もっともだと思いますので、できるだけ補正で追加でお願いするという

ことでないように、当初の見積もりをしっかりとやりたいと思いますが、言いわけに聞こ

えるかもしれませんけど、ことしからちょっと財政構造が変わっておりますので、そうい

ったようなことで、今回お願いするものということで御理解いただきたいと思います。 

○西川分科会長 よろしいですね。 

（「はい」と声あり） 

 次に、議案第３６号、平成３１年度米子市一般会計予算のうち、市民生活部所管部分を

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 佐小田市民課長。 

○佐小田市民課長 それでは、議案第３６号、平成３１年度米子市一般会計予算、市民生

活部所管について御説明させていただきます。 

 関係予算につきましては、総合計画に上げております主な施策や新規事業及び対前年度

と比較して事業内容や事業に著しく変動のあるものを中心に、お手持ちの事業概要書に掲

載されている事業、その後に事業別予算説明書に掲載されている事業を説明させていただ

きます。 

 また、お手元に米子市クリーンセンター基幹的設備改良工事工程表の資料が配付されて

いると思います。当事業につきましては、私の説明が終了後、担当課のほうから資料に基

づいて説明いたしますので、よろしくお願いします。 

 それでは、事業概要書の１３ページをお開きください。環境政策課所管の予算でござい

ます。上段、ヌカカ対策事業です。前年度に比べ、約２１０万円の減です。これは、鳥取

大学と米子高専に委託しておりましたヌカカの調査研究を今年度限りとし、次年度はヌカ

カの被害軽減のため、発生抑制対策に取り組むこととしております。 

 次に、１４ページ、次のページになります。上段、米子水鳥公園運営事業です。前年度

に比べ、約５６０万円の増です。これは、県内唯一のラムサール条約登録湿地の拠点施設

としての機能を強化するために中海の生態系調査研究を行い、生態系調査の研究や活動実

績のある者を雇用する、中海水鳥国際交流基金財団に補助するものでございます。 

 続きまして、２１ページ、上段になります。医療助成、身体、知的、精神障がいですが、

前年度に比べますと２,３０１万９,０００円の増額となっております。これは、健康保険

法施行令等の一部を改正する政令により、７０歳以上の方の高額療養費自己負担額が平成

３０年８月診療分より引き上げられました。特別医療は自己負担部分を助成する制度であ

ることから、特別医療助成費の増額の見込みを計上するものでございます。 

 では、これから説明資料のほうを事業別予算説明書に移らせていただきます。 
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 ９９ページをお開きください。事業番号４７番、後期高齢者保険事業についてですが、

これまで福祉保健部健康対策課が所管しておりました事業を保険課が所管することなりま

した。後期高齢者の健診、人間ドック事業、また、新規事業として糖尿病性腎症重症化予

防事業を後期高齢者に行うこととしております。 

 続きまして、１０５ページをお開きください。事業番号２９番、一般廃棄物処理基本計

画策定事業についてですが、第３次米子市一般廃棄物処理基本計画が平成３１年度をもっ

て終了いたします。このため、平成３３年度から開始する第４次米子市一般廃棄物処理基

本計画の策定に向けて、平成３１年度において必要な分析調査等の実施に係る経費を計上

するものでございます。 

 説明は以上です。 

○西川分科会長 田子クリーン推進課長。 

○田子クリーン推進課長 失礼します。引き続き、クリーン推進課分の主な事業を御説明

いたします。 

 まことに恐縮ですが、市民課長が最初に使いました事業概要書の３１ページをお開き願

えますでしょうか。この後説明いたします別紙の資料にも関係しますので、先にこちらを

御説明いたします。事業名でございます。クリーンセンター長寿命化事業でございます。

米子市クリーンセンターにおきまして、長期包括的運営事業等、これまでに実施しており

ます。こちらの表の上のほうの前年度比をごらんください。前年度と比べまして、△をつ

けておりますが、１１億７,２９９万円、４,０００円の減額を記載しております。基幹的

設備改良工事が当初の計画どおり進捗しておりますことから、事業費全体の減額が生じて

おります。 

 次に、別紙でお配りしておると思いますが、Ａ３横長の、お手元にございましたら、見

ていただけますでしょうか。表題のほうは、米子市クリーンセンター基幹的設備改良工事

工程表と記しております。この改良工事の進捗状況について御説明いたします。先ほど説

明しましたクリーンセンター長寿命化事業の中の一環の工事でございます。米子市クリー

ンセンターの長寿命化を目的といたしまして、表でごらんのように、平成２８年度から平

成３１年度までの４カ年で施工中でございます。最終年度に当たりますので、平成３１年

度は３基あります炉のうち、１号炉の改良工事を実施しております。内容でございますが、

これまでに完了しております２号炉、３号炉と同様に、ボイラーの更新、フィルターの更

新等、記載の内容を予定しております。完成予定は、平成３１年９月末で、工事の完成後

に試運転並びに完成検査を実施した後、工事が完了となる予定です。 

 私からの説明は以上です。 

○西川分科会長 当局からの説明は終わりました。 

 委員の皆さんからの質疑、御意見を求めます。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 事業概要書の１３ページ、さっき説明されましたけど、ヌカカ対策事業につ

いてなんですけど、確認なんですけど、モデル地区の駆除作業なんですけど、これ、地権

者の方がされた場合ということの理解でよろしいでしょうか。 

○西川分科会長 高塚市民生活部次長。 

○高塚市民生活部次長兼環境政策課長 御質問は、対策事業のその場所の地権者の了解を
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得たものかという御質問でよろしかったでしょうか。 

○西川分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 対策地区の地権者が、本人さんがされた場合という理解でよろしかったでし

ょうか。 

○西川分科会長 高塚市民生活部次長。 

○高塚市民生活部次長兼環境政策課長 失礼いたしました。モデル地区、今回は彦名地区

ということでさせていただいておりますが、まず、そこの多く発生が確認された荒廃農地

を持っておられる地権者に対しまして、本人がしていただけますかという確認の通知、で、

本人ができない場合は、その他、自治会の人にお願いしてしていただくこともよろしいで

すかっていう通知をあわせて送らせていただいておりまして、本人の承諾があったものを

実施する予定にしております。 

○西川分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 そうしますと、本人さんが、もしくは同地区の自治会の方が対象ということ

でよろしいですか。 

○西川分科会長 高塚市民生活部次長。 

○高塚市民生活部次長兼環境政策課長 そのようにさせていただいております。 

○西川分科会長 よろしいですか。 

 ほか。 

 前原委員。 

○前原委員 関連で、今のヌカカ対策事業ですが、ことしから鳥大と米子高専の研究委託

というのはなくなったということでいいんですか。 

○西川分科会長 高塚市民生活部次長。 

○高塚市民生活部次長兼環境政策課長 ヌカカの発生、平成２６年度から調査研究を高専

と鳥大のほうに委託いたしまして、発生状況ですとか、昨年にはもう鳥大の遺伝子解析ま

でお願いしている状況でございまして、一応本市としては、市民の皆さんの健康被害を軽

減するというほうが大事な事業だと思っておりますので、一応委託事業は終了して、市民

の皆さんの被害軽減に努めたいというふうに考えております。 

○西川分科会長 前原委員。 

○前原委員 そうすると、この事業をされて、駆除事業をされて、抑制事業っていうんで

すかね、されて、それを調査するというのは誰がするんですか。その効果を調査するとい

うのは誰がするんですか。客観的なデータとか出せるんですか。 

○西川分科会長 高塚市民生活部次長。 

○高塚市民生活部次長兼環境政策課長 このたび、モデルの彦名地区でさせていただきま

す。その効果の検証につきましては、発生数を委託で確認するんではなくて、地権者の方

や自治会の方、その辺の発生状況を聞き取り、また、土地のｐＨといいますか、石灰をま

くわけですけど、そこの、どのぐらいまで効果が持続するのかというのを調査していきた

いと思っております。 

○西川分科会長 前原委員。 

○前原委員 せっかくこの産官学というか、連携がとれてきて、委託を外すっていう形で、

客観的データって民間の方がとれるんですか。何かちょっと不思議な感じがして。多分、
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全国でもこの研究をされるところはないと思うんですけども、具体的に。続けていかれた

ほうがいいんじゃないかなと、委託費自体は、調査協力費みたいな形は減らしてもいいん

ですけども。例えば、今までホームページにあった、発生箇所を示したデータのマップな

んかでも、これももうやらないということだと思うし、医療機関からの協力も得ないとい

うこともありますし、何かちょっと、まだ終息するには早いんではないかなって。科学的

根拠がなくなっちゃうんじゃないかなと私自身は思ってるんですけど、どんなものでしょ

うか。 

○西川分科会長 高塚市民生活部次長。 

○高塚市民生活部次長兼環境政策課長 ホームページ等で病院の協力を得まして、発生状

況、被害状況とかを掲載させていただいておりますが、これは予算をかけて実はしている

ものではなくて、ちょっとお願いでさせていただいておりますので、この分の継続につき

ましてはまた協議させていただきたいということでして、病院側等から情報提供等で協議

させていただきたいと思います。 

○西川分科会長 前原委員。 

○前原委員 ちょっと、やっぱり納得いかないんですけど。これって、やっぱり高専の生

徒さんが実際に捕獲されて個体数を数えてましたよね。ことし減ったふえたって、それで

わかったと思うんですけども、もうそれもしないっていうことなんですね。再度お伺いし

ます。 

○西川分科会長 高塚市民生活部次長。 

○高塚市民生活部次長兼環境政策課長 次年度予算においては、その調査の予定はしてお

りません。 

○西川分科会長 ほか、ありませんか。 

 戸田委員。 

○戸田委員 今、クリーンセンターの基幹的改良工事のスケジュールを伺ったんですが、

常々、質問でも答弁もあったように、平成４３年度まで現地に今のを存続をさせるという

ことなんですが、基幹的改良工事はこれで一旦めどをつけて、平成４３年度までの延命化

が図れるということで理解してよろしいですか。それをまず伺っておきます。 

○西川分科会長 田子クリーン推進課長。 

○田子クリーン推進課長 失礼します。そのように考えております。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 じゃあ、今後は小修繕のみというような考え方ですね。 

○西川分科会長 田子クリーン推進課長。 

○田子クリーン推進課長 そのように考えております。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 別に、それで、中海湖沼の今の水質調査、５０万３,０００円計上されてお

られるわけだけど、中海湖沼計画は平成３０年度で計画が切れてませんか。新たな計画は

策定する考え方あるんですか。 

○西川分科会長 高塚市民生活部次長。 

○高塚市民生活部次長兼環境政策課長 現在、鳥取県と島根県で共同でつくっております

中海の湖沼水質保全計画のことだと思いますが、３０年度で一旦終了し、第６期でござい
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ますが、５年ごとのという形で、第７期を今、作成に向かって、市ではどういった事業が

できるか、どういったことを目標にやっていかないといけないのかというのを関係機関と

一緒に今協議して、策定をする予定となっております。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 私、本会議場でも質問したんですけど、やはり、６期が３０年度で切れる。

関係機関との調整は、３０年度中にある程度協議を進めながら、第７期を策定するという

意図であれば、第７期を３０年度中にはある程度骨格を決めて、３１年度からそういう計

画を発していくんだという流れで私はあるべきだと思うんですよ。それを平成３０年度で

切れた、切れたもの、第６期を目途としたもの、基づいて水質保全計画をかけていくと、

何かボタンの掛け違いがあるんじゃない、そこ。平成３１年度から関係機関といわゆる計

画をつくっていく。３１年度にある程度目標を掲げていかないけんじゃない。ということ

があれば、３０年度中に３１年度からの計画をもう定めておかなければいけなかったんじ

ゃないですか、事務的には。副市長さん、その辺はどうなの。 

○西川分科会長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 実務の詳細は十分承知してませんが、委員おっしゃるのは、そのとおりだ

と思います。少し、今高塚次長からお答えしましたが、実務的には協議、検討が進んでい

くということは聞いてます。ちょっと中身まで十分承知しておりませんが、年度末までに

といっても、もう時間が余りありませんので、少し年度当初にはみ出すんかもしれません

けど、できるだけ早く策定するように、これは市だけでできることじゃございませんので、

関係機関と協議を進めたいと思います。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 私、継続案件であるのにもかかわらず、平成３０年度末に切れますいうこと

はもうわかっとるんですよね。それを予算措置して水質保全もやっていくような調査をや

っていく、５０万３,０００円組まれた。だけど、それは従前の６期計画、もう既に済んだ

計画に基づいてやるというのが、私はいかがなものかと思うんです。だから、３０年度中

に計画をつくって、高塚次長にもそれをつくって、３１年度に体制を整えたらどうですか

って、私、何回もそれを指摘したんだけど、なかなかそれが滞っておる。何かそこら辺に

私、公職員の、どういうのかな、計画のあり方、実施のあり方っていうことがきちっと、

どういうのかな、調整が図られておらない。ただ漠然として、切れたけど仕方がない、予

算しときゃええがな、水質検査をすればいいがなというような流れが私はいかがなものか

と思うんです。この中海水質保全計画をつくって、中海が浄化されてきたのは事実なんだ。

それだけの効果をやっぱり発揮しとるんですよね。だから、やっぱりそれをまだ３０年度

中で全窒素、リン、その辺のところはまだ浄化できておらないということを報告されたわ

けだから、同委員会に。やはりそれを継続的に水質改善を図っていかなければならないと

いうことも、あなた方もテーマとして掲げておられる。県と協議が済まないということ、

それを県と協議が済むように、事前に私はその事務をスケジュール感を持って対応すべき

だと思うんです。 

 市長さん、どうですか、その辺のところ。 

○西川分科会長 伊木市長。 

○伊木市長 基本的な考え方は委員のおっしゃるとおりだと私も認識しております。市と
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して、この中海の水質保全につきましては、引き続きかかわっていくものだというふうに

思っておりますし、職員もそのつもりでいるというふうに考えております。ですので、手

続上、計画の途切れというものがもしかしたら発生するかもわかりませんけれども、それ

は水質保全に対して後ろ向きということでは決してなくて、継続的に進めていく意思の中

で、手続上のちょっとしたそごとはいいませんけれども、タイムラグだというふうに認識

していただくとよろしいと思います。以上です。 

○西川分科会長 戸田委員、よろしいですね。 

 ほか、ありませんね。 

 土光委員。 

○土光委員 クリーンセンター基幹的設備完了工事のことでちょっと伺います。これの目

的は、名前のとおり長寿命化ということで、それは理解してます。この改良工事をやるこ

とによって、例えばこれまでと比べて焼却灰の量が、例えば灰の質が変わるとかいうリサ

イクルに多少貢献するとか、そういった質的な変化というか、そういうことがあるんです

か。それとも、その辺に関しては従前どおりと思っていいんですか。 

○西川分科会長 本郷クリーン推進課主任。 

○本郷クリーン推進課主任 土光委員からの質問、工事前と工事後の内容についてですが、

灰の量が変わったりすることはございません。 

○西川分科会長 土光委員。 

○土光委員 だから、量も質的なことも基本的に同じ、変わらないという、だから、これ

までのリサイクルができるできない、そのやり方も基本的に同じという認識でいいんでし

ょうか。 

○西川分科会長 本郷クリーン推進課主任。 

○本郷クリーン推進課主任 そのとおりでございます。 

○西川分科会長 ほか、ないようですので、次、議案第３７号、平成３１年度米子市国民

健康保険事業特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 渡邊保険課長。 

○渡邊保険課長 議案第３７号、平成３１年度米子市国民健康保険事業特別会計予算につ

いて御説明いたします。平成３１年度予算書により説明をさせていただきます。３１年度

の予算書のほう、１１ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

 １１ページでございます。第１条で、予算総額を１４６億４,６５９万５,０００円とし

ております。対前年度比で額にしまして、約１億５,０００万円の増、率にして約１％の増

となります。これは給付費の伸びによるものでございます。 

 次に、予算内容についてでございますが、１５９ページから歳出予算を計上いたしてお

ります。対前年度当初予算と比較して、事業内容や事業費に著しく変動のあるものを中心

に御説明のほうをさせていただきたいと思います。１６０ページのほうをお開きください。

１６０ページ中段に、収納率向上特別対策事業費で、こちらのほうが約３００万円の減と

いうところでございますけれど、これは、コンビニ納付が伸びてきているところで、嘱託

徴収員を現在の３名から１名減とし、２名体制としたことによるものでございます。 

 次のページ、１６１ページ中段の保険給付費についてでございますが、近年の医療費の
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動向や被保険者数の減少、１０月に見込まれる初診料等の引き上げなどを勘案し、前年度

の決算見込みをもとに予算としております。特に療養給付費につきましては、約２億３,

０００万円の増ということになっております。 

 ほかに、医療費の適正化の取り組みについては、保健事業費として糖尿病患者に対する

重症化予防事業や重複頻回受診者に対する指導事業、引き続き実施するように予算計上し

ております。収納率向上特別対策事業として、ペイジー口座振替サービスや滞納整理シス

テム、コンビニ、クレジット収納に係る経費を予算計上しております。各経費につきまし

ても、近年の決算推移等を勘案し予算計上しておりまして、基本的に事業内容については

前年度と特段の変更点はございませんので、省略のほうをさせていただきます。 

 説明は以上でございます。 

○西川分科会長 当局の説明が終わりました。 

 委員の皆さんからの質疑、御意見を求めます。 

 よろしいですか。 

 次に、議案第４２号、平成３１年度米子市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。 

 渡邊保険課長。 

○渡邊保険課長 議案第４２号、平成３１年度米子市後期高齢者医療特別会計予算につい

て御説明いたします。では、同じ平成３１年度予算書３１ページのほうをお願いします。 

 ３１ページでございます。第１条で予算総額を１８億１,１２１万３,０００円としてお

ります。対前年度比で額にして３８０万８,０００円の増で、率にして０.１％の増として

おります。 

 次に、予算の内容ですが、２１５ページ以降で記載のほうしておるところではございま

すが、後期高齢者医療特別会計予算内容については、基本的には事業内容が前年と同様で

ありますことから、大きな変更点はございません。各費目は、広域連合に後期高齢者広域

連合のほうに派遣しております職員の人件費のほか、通常の人件費、保険料の還付金等を

計上しております。 

 簡単でございますが、説明は以上でございます。 

○西川分科会長 当局の説明は終わりました。委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と声あり〕 

○西川分科会長 ないようですので、予算決算委員会市民福祉分科会を暫時休憩といたし

ます。 

午前１１時３１分 休憩 

午後１時４０分 再開 

○西川分科会長 予算決算委員会市民福祉分科会を再開いたします。 

 議案第２７号、平成３０年度米子市一般会計補正予算（補正第５回）のうち、福祉保健

部所管部分を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 中本福祉政策課長補佐。 
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○中本福祉政策課長補佐 議案第２７号、平成３０年度米子市一般会計補正予算（補正第

５回）にうち、福祉保健部が所管する部分につきまして、歳出予算の概要等を御説明いた

します。 

 平成３０年度米子市補正予算書の４２ページをお開きください。説明欄の下段、諸費の

１番目、返還金、障がい者支援課として２,８８１万３,０００円、その下、返還金、子育

て支援課として４,７６２万１,０００円、その下、返還金、健康対策課として２９２万円、

その下、返還金、福祉政策課として３,２２２万円、その下、返還金、長寿社会課として１

１３万９,０００円、その下、返還金、福祉課として１億３,６０２万３,０００円をそれぞ

れ計上しております。これは各種負担金、交付金及び補助金の精算による国、県への返還

金でございます。事業終了後の翌年度に実績報告、精算を行うため、当初予算要求時には

返還金の額は確定せず、このたび補正対応をお願いするものでございます。 

 続きまして、ページがかわりまして、４３ページの下段、障がい者福祉費の一番上の居

宅介護給付事業自立支援給付についてですが、４,９９３万７,０００円増額しております。

これは、障がいがある方の居宅における日常生活を支援するための各種サービスに係る給

付費で、今回は主に生活介護、重度訪問介護及び計画相談支援等について給付費の実績見

込みの増により増額をお願いするものでございます。 

 次にその下、同じく障がい者施設支援事業についてですが、２,６７４万３,０００円増

額しております。これは、事業所に通所して就労のために必要な知識や能力の向上を図る

ための訓練等を行う就労継続支援及び施設に入所して、日常生活に必要な支援を行う施設

入所支援に係る給付費で、今回は主に就労移行支援、就労継続支援Ｂ型及び自立訓練の実

績見込みの増により、増額をお願いするものでございます。 

 続きまして、その下、老人福祉費の介護保険事業特別会計繰出金についてですが、２,

２０７万２,０００円減額しております。これは、介護給付費の実績見込みにより繰出金を

減額するものでございます。 

 続きまして、ページがかわりまして、４４ページの上段、児童福祉総務費の放課後児童

対策事業（民間児童クラブ）についてですが、１,２３１万６,０００円減額しております。

これは、当初新たに２事業所の開設について見込んでいましたが、１事業所は開設したも

のの、利用者数が規定に達しなかったため、もう１事業所は今年度開設しなかったため、

運営費補助金について減額を行うものでございます。 

 続きまして、その下、同じく放課後児童クラブ施設整備事業についてですが、１,２６０

万円減額しております。これは、民間施設１クラブを新たに開設する予定で予算計上をと

りましたが、施設整理について、事業者から、物件の選定には一定の時間を要するとの理

由で事業実施を見送りたいという意向があり、減額を行うものでございます。 

 続きまして、その下、母子福祉費の児童扶養手当事業についてですが、４,５４６万３,

０００円減額しております。これは、児童扶養手当の受給者数が当初見込みから減少した

ことによるものでございます。 

 続きまして、その下、子ども・子育て支援費の一番上の児童手当事業についてですが、

２,２０８万５,０００円減額しております。これは、児童手当の受給者数が当初見込みか

ら減少することによるものでございます。次に、その下、同じく子どものための教育・保

育給付事業についてですが、１億２,３２４万円を減額しております。これは、保育所等を
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利用した保護者に対し、市が支給すべき給付費を各施設等に支払うものですが、利用児童

数の減少に伴い、その給付費の実績見込みによる支弁額の減により、減額したものでござ

います。 

 続きまして、その下、予防費の予防接種事業ですが、１,１３２万円を増額しております。

これは、子どもの予防接種に係る委託料の増額でございますが、特に日本脳炎において、

近年接種件数が大幅に伸びてきているため、実績見込みにより増額するものでございます。 

 一般会計補正予算補正（第５回）の説明につきましては以上でございます。 

○西川分科会長 当局の説明は終わりました。 

 委員の皆さんからの質疑、御意見を求めます。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 ４２ページの諸費のところ、返還金の御説明いただいたんですが、それぞれ

結構な額になっておりますけど、内容について伺わせてください。 

○西川分科会長 中本福祉政策課長補佐。 

○中本福祉政策課長補佐 福祉政策課部分から御説明させていただきたいと思います。そ

の後、随時各課のほうから説明させていただきたいと思います。 

 福祉政策課につきましては、臨時給付金に関しまして、返還金を計上しております。事

業費として８３０万、事務費として２,３９１万程度、合計で３,１２２万円、返還金とし

て計上させていただいております。 

○西川分科会長 福田障がい者支援課計画支援係長。 

○福田障がい者支援課計画支援係長 障がい者支援課分でございますが、障がい者医療費

負担金、これは、更生医療の透析などへの医療費の助成費、これが７４２万７,５００円で

ございます。次に、同じく、障がい児の通所給付費の国庫負担金の返還分、医療型支援、

放課後デイサービスに係る経費でございます。この返還金が約３６万２，７０４円でござ

います。次に、生活支援事業補助金といたしまして、こちらの返還が４９万５,０００円。

県のほうに移りまして、障がい児の給付費の県分が４１８万３８０円。生活支援事業の２

９年度分の県分が８１３万２,０００円。重度訪問介護市町村支援事業の返還分が１６万４,

０００円となっております。 

○西川分科会長 仲田健康対策課課長補佐。 

○仲田健康対策課課長補佐 健康対策課の返還金について御説明をさせていただきます。 

 まず、国に対する返還金でございますが、母子保健衛生費負担金。これは未熟児養育事

業に係るものでございますが、６３万９,８１８円。もう一つ、母子保健衛生費国庫補助金、

これは産後ケア事業についてでございますが、それが９万４,０００円。 

 続きまして、鳥取県に返還する分でございます。鳥取県健康増進事業費補助金、これに

つきましてが、８５万２,０００円。鳥取県予防接種事故対策費負担金１４万３,１９０円。

鳥取県市町村自死対策強化交付金、これが１９万円の返還でございます。以上です。 

○西川分科会長 奥谷福祉保健部次長。 

○奥谷福祉保健部次長兼長寿社会課長 続きまして、長寿社会課の６３万９,０００円に

ついて御説明を申し上げたいと思います。この１１３万９,０００円は２つの項目から成っ

ておりまして、１つはいきいき高齢者クラブ活動支援補助金、これは老人クラブの活動に

対する県からの補助金でございまして、こちらが１８万５,０００円の返還でございます。
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もう一つ、鳥取県介護保険事業補助金という名称でございますが、これは社会福祉法人が

低所得の方に対して利用料の一部減免をされた場合には補助をするという制度でございま

して、こちらが９５万４,０００円の返還でございます。以上です。 

○西川分科会長 長尾子育て支援課課長補佐。 

○長尾子育て支援課長補佐 子育て支援課の返還金について御説明いたします。主なもの

といたしまして、２８年度、２９年度子ども・子育て支援交付金の返還金が４,５０１万４,

０００円、２９年度の児童扶養手当給付金の負担金について、１０１万１,０００円を精算

により返還するものでございます。 

○西川分科会長 谷野福祉課長。 

○谷野福祉課長 福祉課の１億３,６０２万３,０００円の返還金でございますけれども、

これは当初見込んでおった生活保護受給世帯の実績減でございまして、主に生活扶助、医

療扶助でございます。 

○西川分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 済みません、私の確認不足かもしれないんですけど、どこかに今言われたよ

うなのが記載されていたらよかったなと思うんですが、今の一覧とかで報告とかありまし

たでしょうか。特になければ、少し額も額ですし、一覧に今答弁していただいたものを提

出していただきたいなと思いますが。 

○西川分科会長 前原委員。 

○前原委員 奥岩さんのをしんしゃくすると、返還額ですね、高額になってます。多分予

算を立てられてつくられた予算だと思いますので、計画を立てられて。その差異がどうし

て発生してしまったかということを多分聞きたいんだと思っております。１０万とか２０

万とか、そのぐらいはいいのかもしれませんが、何百万とか何千万になると、ちょっと我々

もなぜこういう差が出てしまうのかっていうのはよくわからないので、そこの説明をお願

いしたいなと思います。 

○西川分科会長 中本福祉政策課長補佐。 

○中本福祉政策課長補佐 そういたしますと、先ほどの奥岩委員さんと前原委員さんの御

意見を。まずは、今後は一覧表というところで作成というところは部として検討させてい

ただきたいと思いますけども、前原委員さんの質問に関しまして、それぞれの差異という

ところで、福祉政策課のほうから順番に御説明させていただきたいと思います。 

 福祉政策課は、先ほども御説明しましたとおり、返還金は臨時給付金の関係でございま

すので、こちらの差異につきましては、対象者数が３万２,０００人を見込んでいたところ、

対象者数が大体２万６,０００人ぐらいという形になっていったっていうところで、対象者

数の実績に応じて返還金が発生したというところが。 

○西川分科会長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 今ここで読み上げてもなかなかわかりにくいと思いますんで、主な理由を

付して一覧表で資料提供させていただければと思いますが、一般的に今説明しておきます

が、臨時給付金というのは、これは非常に、言葉は悪いですけど、大づかみな臨時的なも

んでありますし、福祉費に代表されるように、いわゆる経済動向が非常に大きく影響する

と。保護費なんかはまさにそうですね。雇用と経済の状況が如実に反映いたしますので、

大体こういった予算は前年の実績で組むわけでありますが、経済状況が回復すると、これ
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はとても望ましいことでありますが、所要経費が大きく落ちてくるといったようなもので

すとか、先ほど来説明がありましたけど、施設の整備がずれたりとか、そういうようなこ

とでさまざまな返還金が発生すると。福祉の、これは限定する必要はないと、年度で仕切

って翌年度に精算するこういう仕掛けが、これがパッケージになっておりまして、どうし

てもこういった返還金が次年度に発生すると。それも全部当初予算にはなかなか組めない

ということで、御理解いただきたいと思います。今申し上げましたとおり、差異の主なも

のについて、理由も付して、一覧表で提供したいと思います。それで御理解いただければ

と思います。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 私、奥岩さんと話しとったのは、今の平成３０年度３月補正の予算の主な事

業内容で一覧表で出しとらないけません。返還金だけ出してないんです。わざとかという

ことを私、思うんですよ。２億５,０００万もかかるものがなぜここにきちっとされて、予

算書にある、別々に出てきてもわかる。一くくりで２億５,０００万円で返還金、そのうち

何々と明記されるべきでないですか。その辺は怠っとられませんかって私、問うとるんで

す。その辺のところきちっとされたらどうですか、部長。 

○西川分科会長 斉下福祉保健部長。 

○斉下福祉保健部長 予算の関係の提出資料の内容ということでございます。財政当局と

も協議させていただきたいと思います。ちょっとこの場でどういうことかというのは私も

…。 

○戸田委員 部長さん、持っとられるの出したらどうなんですか。説明書にはそげなこと

は全然触れずに、予算書に出とるけんじゃないですか。 

○西川分科会長 よろしいですか。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 ４４ページのほうになるんですけど、先ほど副市長の答弁にちょっと入って

ましたが、民生費の子ども・子育て支援費のところですね、こちら、減額理由の中で、聞

き間違いかもしれないんですけど、福祉施設等の利用減による給付金実績が下がったって

いうような御説明だったかと思うんですが、まず、そちらで理解はよろしかったでしょう

か。 

○西川分科会長 湯澤子育て支援課長。 

○湯澤子育て支援課長 この子ども・子育て支援費の中の公立保育所部分ですけれども、

こちらの施設型給付費というのが、利用人数の見込みが１,６００人ほど見込みから減って

おりまして、その部分が減額となっております。また、認定こども園のほうの実績見込み

のほうも２園ほど減額が出ておりまして、こちらの額を合算しまして、この金額の減を予

定させていただいております。 

○西川分科会長 奥岩委員、よろしいですか。 

○奥岩委員 はい。 

○西川分科会長 ほんなら、伊藤委員。 

○伊藤委員 じゃあ、あわせて、児童扶養手当事業のその減の数字だけども、見込み違い

だったのかどうなのかわかんないんですけれども、お答えができれば答えていただけます

か。 
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○西川分科会長 湯澤子育て支援課長。 

○湯澤子育て支援課長 児童扶養手当のほうも受給者人数、子どもさんの数も少し減って

おりまして、こちらの実績減ということが主な要因でございます。 

○西川分科会長 伊藤委員。 

○伊藤委員 大体、当初は昨年実績で立てるんですよね。それがこんなに減っちゃうんで

すか。 

○西川分科会長 湯澤子育て支援課長。 

○湯澤子育て支援課長 今回の補正で、受給者数のほうですけれども、当初の見込みでは

受給者の数で１,７３０人ほど見込んでおりましたけれども、４月支払いの段階で受給者の

数が１,６２６人となっておりまして、１００名程度、受給者の方も減っております。子ど

もさんの数ですけれども、こちらのほうも、２９年度、第２子加算、第３子加算という、

お二人目三人目という加算の給付があるんですけれども、そちらのほうも、２９年度が第

２子加算が７,９７２名だったところが、３０年度は７,５６０名、第３子加算になります

と、２９年度が２,１４２名、３０年度が２,０７２名と、こちらもちょっと減っておりま

す。これらを足しまして、こういった金額になっております。 

○西川分科会長 よろしいですか。 

 ほか、よろしいですね。 

〔「なし」と声あり〕 

○西川分科会長 次に、議案第３１号、平成３０年度米子市介護保険事業特別会計補正予

算（補正第３回）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 中本福祉政策課長補佐。 

○中本福祉政策課長補佐 議案第３１号、平成３０年度米子市介護保険事業特別会計補正

予算（補正第３回）につきまして、歳出予算の概要を御説明いたします。 

 平成３０年度米子市補正予算書の７２ページをお開きください。説明欄の一番上の一般

管理費の介護保険事業人件費についてですが、２,７８４万８,０００円を減額しておりま

す。これは、介護保険の各事業における人件費の実績見込みによるものでございます。次

に、その下、保険給付費の介護サービス給付、特定入所者介護サービス等給付についてで

すが、総額で２,８６６万１,０００円増額しております。これは介護保険の給付に係る費

用でございますが、いずれも実績によるものでございます。次に、その下、介護予防生活

支援サービス事業費の介護予防生活支援サービス事業についてですが、１,７５６万７,０

００円を増額しております。これは介護予防施策に係る総合事業の費用でございますが、

こちらも事業の実績見込みにより増額するものでございます。続きまして、７３ページの

償還金ですが、２億５,０８３万６,０００円を増額しております。これも先ほどと同様に、

実績により増額するものでございます。 

 介護保険事業特別会計補正予算（補正第３回）の説明につきましては、以上でございま

す。 

○西川分科会長 当局の説明は終わりました。 

 委員の皆さんからの質疑、御意見ありませんか。 

〔「なし」と声あり〕 
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○西川分科会長 なしということで、次に、議案第３６号、平成３１年度米子市一般会計

予算のうち、福祉保健部所管部分を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 中本福祉政策課長補佐。 

○中本福祉政策課長補佐 議案第３６号、平成３１年度米子市一般会計予算のうち福祉保

健部が所管する部分の歳出予算のうち、新規事業と主な事業の概要等について、ホームペ

ージ掲載の歳出予算の主な事業の概要及び事業別予算書で御説明いたします。 

 初めに、ホームページ掲載の歳出予算の主な事業の概要分の御説明をし、その後、事業

別予算書分を御説明いたします。 

 まず、ホームページ掲載の歳出予算の主な事業の概要をお出しください。１６ページを

お開きください。１６ページの下の段の地域力強化推進事業についてですが、６５４万７,

０００円を計上しております。これは、地域住民が主体的に地域課題を把握し、解決に向

けて活動することができる地域づくりを推進すること等を目的に、市内中心市街地をモデ

ル地区として、米子市社会福祉協議会に専任コーディネーターを１名新たに配置するもの

でございます。 

 続きまして、１７ページの上の段の障がい児者在宅生活支援事業についてですが、７６

８万８,０００円を計上しております。これは、障がい児者からのニーズが高いものの、障

害者総合支援法による支給対象とならないサービスへの助成を行う事業でございまして、

要医療障がい児者等受け入れ事業所看護師等配置助成に係る予算を１事業所から２事業所

分に拡大しております。この助成では、１事業所で看護師１人の追加配置が可能となり、

医療的ケアの必要な障がい児者の受け入れが５人増加するものでございます。また、新た

に要医療障がい児者等受け入れ事業所医療機器購入助成に係る予算を計上しております。

事業所が高額な機器を購入する際に助成を行うことで、医療的ケアが伴うサービスを促進

するものでございます。 

 次に、１７ページの下の段の聴覚障がい者生活支援事業についてですが、１８５万円を

計上しております。これは鳥取県西部地区の市町村と共同で実施する事業でありまして、

情報収集等において困難を要するため、孤立化しやすい傾向にある、高齢の聴覚障がい者

等を対象として、研修会及び相談支援等の日中活動の場を提供し、社会参加を促進しよう

とするものです。平成３１年度は、活動回数を年間２４回から３６回の開催に拡大するも

のでございます。 

 次に、１８ページの上の段の手話言語条例関連事業についてですが、２０万円計上して

おります。これは、米子市手話言語条例を制定し、手話言語の普及等の各種施策を実施す

るものでございます。具体的には、市の施設の窓口に手話マーク、筆談マークの設置、イ

ベント開催等での情報発信及び市立図書館に関連図書の設置を行うものでございます。 

 次に、同じく１８ページ下の段の基幹相談支援センター設置事業についてですが、１,

２７０万円を計上しております。これは、障がいのある人が住みなれた地域で安心して生

活できるように、市役所窓口での相談体制の強化、地域の相談支援体制の強化及び長期入

院入所者の地域移行の取り組み強化等を目的として、相談支援の中核的役割を担う基幹相

談支援センターを設置するものでございます。 

 次に、１９ページの上の段の小規模多機能型居宅介護事業所整備事業についてですが、



－19－ 

７,８４０万円を計上しております。これは、小規模多機能型居宅介護事業所を整備する事

業者に対し、整備費の一部を補助するものでございます。 

 次に、１９ページの下の段の認知症高齢者グループホーム整備事業についてですが、４,

６４０万円を計上しております。これは、認知症高齢者グループホームを整備する事業者

に対し、整備費の一部を補助するものでございます。 

 次に、２０ページの上の段の健康機能向上支援事業についてですが、１１４万８,０００

円を計上しております。これは、後期高齢者に対し、口腔機能に関する講演で健診の必要

性を啓発するとともに、集団での口腔歯科検診を実施するものでございます。 

 次に、同じく２０ページ下の段の成年後見制度利用促進事業についてですが、２１万円

を計上しております。これは、高齢者等の成年後見制度の利用促進のため、成年後見制度

利用促進計画策定に向けた会議を開催するとともに、権利擁護支援の地域連携ネットワー

ク体制を構築するものです。 

 続きまして、ページが飛びまして、２２ページの上の段の放課後児童対策事業（なかよ

し学級）についてですが、１億４,４９０万４,０００円を計上しております。これはなか

よし学級の運営に係る経費でございまして、崎津なかよし学級が１学級をふやすこととし、

それに伴う運営に係る委託費の増額などにより、前年度から増額となっております。 

 次に、２２ページの下の段の放課後児童対策事業（民間児童クラブ）についてですが、

１億８,４６６万９,０００円を計上しております。これは、学童保育ニーズの受け皿確保

のため、放課後児童クラブを運営している法人等に運営費補助金を交付することにより、

市全体の待機児童の解消を図るものでございます。平成３１年度におきましては、１クラ

ブ増加し、２３クラブでの実施となり、前年度から増額となっております。 

 続きまして、２３ページの上の段のなかよし学級施設整備事業についてですが、１億６

０６万２,０００円を計上しております。これは、福米西小学校及び就将小学校の校舎の大

規模改修や改築にあわせ、なかよし学級の整備を行うものでございます。 

 続きまして、ページがかわりまして、２４ページの下の段の児童扶養手当事業について

ですが、１０億３,８４０万４,０００円を計上しております。これは、ひとり親家庭等に

おいて、児童を養育する父、または母等に手当を支給し、生活の安定及び児童福祉の向上

を図るものでございます。制度変更により、年度途中に支払い回数が年４回から年６回に

なるため、平成３１年度だけに限り、１５カ月分を支出することになり、前年度から増額

となっております。 

 続きまして、２５ページの上の段の私立・特別保育事業についてですが、３億７,９８５

万７,０００円を計上しております。これは、私立保育所等が行う延長保育、一時預かり、

休日保育、病児病後児保育の特別保育事業に対する補助金等でございます。認定こども園

の増や新制度幼稚園での事業開始による実施数の拡大によるもの及び新たに子育て安心プ

ランに基づく一時預かり事業が拡充されたことにより、前年度から増額となっております。 

 次に、２５ページの下の段の公立保育所運営事業についてですが、５億７,９９６万７,

０００円を計上しております。これは、公立保育所１４園の運営管理に係るものですが、

発達障がい児への対応のための介助臨時保育士の配置を行います。日常生活に医療的なケ

アを必要とする児童の保育施設等への入所希望に対応するための体制を整備します。また、

ＡＩによる保育施設の入所選考システムを導入し、作業の効率化を図り、できるだけ早く
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保護者へ結果を通知できるよう取り組むこととしております。 

 続きまして、２６ページの上の段の私立保育所等支援事業についてですが、２７億３,

７５２万１,０００円を計上しております。これは、認可保育所への保育実施のための委託

や私立保育所等が行う一時預かり、障がい児保育の受け入れに対して補助するものですが、

医療的ケア児の受け入れ施設をふやすため、新たに医療的ケアを行う看護師配置に係る経

費の補助を行います。 

 続きまして、２７ページの上の段の子どものための教育保育給付事業についてですが、

２８億３,０６０万３,０００円を計上しております。これは、子ども・子育てに係る費用

について、代理受領し、施設へ給付費として支払うものですが、前年度と比較して増額と

なっておりますのは、平成３１年１０月より実施される３歳児から５歳児を対象とする幼

児教育無償化に伴い、当該計上金額は、現時点で見込める保護者負担である保育料の相当

分についての運営費等によるものです。また、食材費の実費徴収分など現時点において不

明確な部分については、平成３１年度内の適切な時期に補正要求を行いたいと考えており

ます。 

 次に、２７ページの下の段の保育所等整備事業についてですが、１億６,４８０万２,０

００円を計上しております。これは、民間認可保育所のあゆみ保育園が認定こども園への

移行に伴う園舎増改築工事の施設整備に対し補助金を交付するもの及びひばり保育園がブ

ロック塀の改修工事を行うために補助金を交付するものです。 

 続きまして、２８ページの上の段のあかしや運営事業についてですが、２,８０８万円を

計上しております。これは、児童発達支援センターあかしやを運営し、通園児に日常生活

における基本動作の指導や集団生活への適応訓練を行うものです。平成３１年度は、本市

で中国四国地区幼児通園施設職員研究協議会が開催され、あかしやで公開療育を行うこと

としております。 

 続きまして、２９ページの上の段のこども総合相談窓口運営事業についてですが、８９

３万５,０００円を計上しております。これは、昨年４月にふれあいの里に設置したこども

総合相談窓口の運営に係る経費でございまして、本市の子育て世代包括支援体制の中心と

して、子どもに関するさまざまな相談に応じ、妊娠期から学齢期までの切れ目のない支援

を行うものでございます。窓口開設に係る設備やシステム変更等の経費が不要となったこ

とで、前年度から減額となっております。 

 次に、２９ページの下の段の発達支援事業についてですが、１５５万１,０００円を計上

しております。これは５歳児健康診査事業から移行したもので、発達障がい児及びその疑

いがある未就学児を対象に発達支援員等による相談会及び園への巡回相談を実施して、ス

ムーズな就学への支援を行うものでございます。 

 続きまして、３０ページの上の段の産後健康診査事業についてですが、１,４３１万４,

０００円を計上しております。これは、産後２週間、産後１カ月の産婦を対象に、産後の

鬱予防や新生児等への虐待防止を図るため、各医療機関や助産院において問診、診察、エ

ジンバラ産後うつ病質問票による健康診査を全額公費負担で実施するものです。 

 次に、３０ページの下の段の「ずっと元気にエンジョイ！米子」フレイル対策モデル事

業についてですが、８１６万３,０００円を計上しております。これは、鳥取大学医学部の

協力をえて、モデル事業として永江地区の６４歳以上の方を対象にタッチパネル等でフレ
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イル判定を行い、判定結果に従って、保健師等が健康支援を行うとともに、同意を得られ

た方からは判定データに加えて、健診データやレセプトデータなどのヘルスデータを収集

し、今後の健康支援等に活用する予定としております。 

 次に、３１ページの上の段の緊急風しん予防接種事業についてですが、５,７０８万９,

０００円を計上しております。これは国の方針に基づき、風疹抗体保有率が低いとされる

平成３１年度末年齢で４０歳から５７歳になる男性全員を対象に全額公費負担で抗体検査

を行い、抗体価が低い方に対して、風疹ワクチンの接種を行うものです。なお、平成３１

年度は４０歳から４７歳の方を対象に無料クーポンを送付する予定としております。 

 続きまして、ページが飛びまして、８２ページをお出しください。８２ページの下の段

の児童文化センター整備事業についてですが、２億１,７００万円を計上しております。こ

れは最新のプラネタリウム設備へ更新し、さらに児童の科学への興味を増す施設とするこ

とを目指します。また、エレベーターの修繕工事を実施し、利用者の安全確保に努めるも

のでございます。当該事業については、この後、子育て支援課から説明させていただきた

いと思います。 

○西川分科会長 湯澤子育て支援課長。 

○湯澤子育て支援課長 この児童文化センター整備事業に係りますプラネタリウムの更

新につきまして、補足で説明をさせていただきます。この更新を予定しておりますプラネ

タリウムでございますけれども、事前に追加資料ということで、１枚物の資料を皆様にお

配りしておりますので、こちらをごらんいただけますでしょうか。 

 米子市児童文化センターのプラネタリウム更新に係る整備につきましては、こちらに記

載しておりますが、近年更新されるプラネタリウムは、光学式の投影機とその機能を補完

する大型液晶プロジェクターを補助投影機として併設する方式が主流となっております。

本市におきましても、こういった方式を採用したいと現在のところ考えております。光学

式プラネタリウムでは、正確に全天の星の動きや色までも忠実に再現できるものが、かな

り技術も進んでおりまして、より精密なものが出ております。こういった光学式プラネタ

リウムと大型液晶プロジェクターを併用して、このプラネタリウムを投影をしてまいりた

いと思っております。光学式大型液晶プロジェクターをコンピューターによりまして、同

一操作で連動制御させる操作盤のことをコンソールと言っております。 

 中ほどに、更新を予定しております機器を挙げさせていただいております。プラネタリ

ウム本体が、先ほど申し上げました光学式プラネタリウムと大型の液晶プロジェクターを

あわせたもの、そしてコンソール操作盤です。ほかに音響システム、シートのほうも老朽

化しておりますので、リクライニングシート、観覧者用のシートも更新を予定しておりま

す。ほかに演出用のＬＥＤ照明、室内のほうはプラネタリウム室の床、壁の修繕を考えて

おります。これらを計上させていただきまして、合計が１億８,２９４万円。こちらが計上

させていただいてる予算額となっております。 

 また、このプラネタリウムは、建物本体の改築等は含んでおりませんで、こちらは更新

を考えておりません。また、ドーム内のスクリーンは現存のものを使用させていただく予

定としております。また、プラネタリウム機器につきましては、移設可能なものというこ

とで、将来的な改修あるいは移設というようなことも可能ということになっております。 

 説明は以上でございます。 
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○西川分科会長 中本福祉政策課長補佐。 

○中本福祉政策課長補佐 次に、事業別予算書分を御説明いたします。平成３１年度事業

別予算説明書をお出しください。６４ページをお開きください。 

 ６４ページの上から２番目の事業番号５８番、居宅介護給付事業自立支援給付について

ですが、１６億７,４３２万８,０００円を計上しております。これは、在宅の重度障がい

者に対するホームヘルパーの派遣や生活介護、短期入所などのサービスを提供する事業で

ございまして、米子市障がい者支援プランに基づくサービスの見込み量を反映させ、前年

度から増額したものでございます。 

 次に、ページが飛びまして、６７ページの一番上、事業番号９３番、障がい者施設支援

事業についてですが、１４億８,０２６万６,０００円を計上しております。これは、障が

い者の施設入所に係る経費及び障がい者に就労の機械を提供し、就労に必要な知識及び能

力の向上を図るための必要な訓練等の支援を行う就労継続支援Ａ型及びＢ型に係る自立支

援給付費を支給する事業でございまして、同じくサービスの見込み量を反映させ、前年度

から増額したものでございます。 

 次に、ページが飛びまして、８２ページの一番下、事業番号５２番、障がい児通所等給

付事業についてですが、３億９,０１１万８,０００円を計上しております。これは、未就

学の障がい児が通所して日常生活動作の指導などを行う児童発達支援及び就学している障

がい児を対象に授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流

の促進などの支援を行う放課後等デイサービスなどの経費でございまして、米子市障がい

者支援プランに基づくサービスの見込み量を反映させて、前年度から増額したものでござ

います。 

 平成３１年度一般会計当初予算の説明につきましては、以上でございます。 

○西川分科会長 当局の説明は終わりました。 

 委員の皆さんからの質疑、御意見を求めます。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 先ほど別紙で御説明の追加でありました米子市児童文化センターのプラネ

タリウム更新に関してなんですが、事業自体についてはすばらしいと思っておりますので、

ちょっと補足で説明をお願いしたいんですけど、今回更新が出てきた背景について伺わせ

ていただきたいと思います。利用者さんのほうから１０何年前からずっと要望は出ていた

というのはありますけど、ほかにも何か理由があったのかなというところです。お願いし

ます。 

○西川分科会長 湯澤子育て支援課長。 

○湯澤子育て支援課長 委員もおっしゃいますように、以前から利用者の方から要望とい

うのが出ておりました。また、児童文化センターの運営委員会のほうの委員さんのほうか

らも、運営委員会のたびにプラネタリウムの更新というのをぜひという声はいただいてお

ります。市といたしましても、長年老朽化するプラネタリウムに関しまして、常に課題と

して捉えておりまして、子どものために必要な施設にこのプラネタリウムをぜひというこ

とで考えていたところでございます。そこで、財源のほうが、こちらのプラネタリウムに

ついては、長く検討はしていただいておりましたけれども、このたび財源の準備もでき、

望んでいたこのプラネタリウムの更新というのが実現させていただけるんではないかとい
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うことになったところでございます。 

○西川分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 ちなみに、こちらのほうはプラネタリウム単独に関しては約１億８,０００

万ぐらいで改修されるということなんですけど、利用者さんは児童さんというふうにおっ

しゃられてたんですけど、児童さんがメーンで想定されるという感じでしょうか。 

○西川分科会長 湯澤子育て支援課長。 

○湯澤子育て支援課長 児童文化センターは、児童の健全育成、それから科学や理科への

興味を持つための施設ということで、子どもさんという名称がまずは出ているんですけれ

ども、ただもちろん子どもさんを連れてこられる保護者さん、それからそれ以外の大人の

方でも楽しめるプラネタリウムというもの、今後の更新していくものもこのような形にし

ていきたいと思っておりますし、市外から来られる方も中にはいらっしゃいまして、そう

いった方に魅力を伝える、米子市の一つの魅力として伝えることもできるような施設にな

ればいいなということも考えておりますので、必ずしも子ども限定という考え方ではない

ところは、もちろん指定管理をしていただいてる児童文化センターのほうも同じ考えで進

めてまいりたいと思っております。 

○西川分科会長 奥岩委員。 

 失礼、景山こども未来局長。 

○景山こども未来局長 補足させていただきたいんですけれども、今現在におきましても、

児童文化センターのプラネタリウム、大人向けの番組もかなり工夫をしていただいておる

状況です。例えば、年５回、マタニティプラネタリウムっていうことで、妊婦さん向けの

プラネタリウム、それから、生コンサートを一緒に開催し、大人中心に夜に開催していた

だいているものもありますし、これは全国２００カ所以上プラネタリウムがあるところ、

ところどころでやってはいらっしゃるんですけれども、ちょっとおもしろい名称なんです

が、熟睡プラ寝たリウムといいまして、プラネタリウムの「ネ」は「寝る」っていうこと

ではないんですが、お仕事帰りでお疲れの社会人の方々にそこでリラックスしていただき

たいということで、そういった番組もこの児童文化センターでも工夫して開催していただ

いております。児童文化センターという名称がどうしてもお子さん中心ということで、そ

ういうイメージがあるものではありますけれども、現在もこのようにさまざまな工夫をし

て、楽しんでいただいてる状況にございますので、ぜひこれをどんどん膨らませて、市内

の方ばかりでなく、観光で訪れていただく方々にも活用していただければというふうに考

えております。以上です。 

○西川分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 児童さんの教育用の面でも非常にすばらしいと考えますし、そこに通われた

先輩方の中からは非常にすばらしい何らかの功績を残された方もおるというのは伺ってお

ります。大人の方も市外の方も対象にされるということで、そちらもいいのかなとは考え

ます。 

 大人の方を対象とされるときに、今、熟睡プラ寝たリウムの話もありましたが、通常夜

間の営業とかって何時まででしたでしょうか。これが単発的なのか、いつも夜までされて

いるのか。普通仕事をしておられる方はお仕事終わらない時間っていうかなかなか行けれ

ないですし。 
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○西川分科会長 湯澤子育て支援課長。 

○湯澤子育て支援課長 通常の開館時間は午後５時まででございますが、夜のイベントに

つきましては、ちょっと時間を延長して、施設のほう開けておりますので、そういったプ

ラネタリウムなどするときには、夜の９時まで開館しております。 

○西川分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 今、通常はされてないということだったんですけど、投資額も投資額ですし、

対象者さんも児童に限らないということで、大人の方にもということでしたので、開館時

間ですとか、プラネタリウム単独に限ってもいいとは思うんですけど営業時間の見直しも

あわせてしていただけたらなと思いますので、こちら意見とさせていただきます。 

 また、あわせて別紙のほうで、更新予定している器材に４番にリクライニングシートっ

てあるんですが、こちらはどういったものを想定されておられますでしょうか。現在のも

のが単純に新しくなるのか、それとももう少し変わったものになるのか。現時点で想定が

あれば教えてください。 

○西川分科会長 茅野子育て支援課課長補佐。 

○茅野子育て支援課長補佐 現在、座ってみると、狭いわけじゃないんですけれども、１

２４席シートがございまして、きちきちっていいますか、できるだけ数を稼ぐように１０

０以上席があるんですけども、防火対策とか防災、避難ですね、避難誘導路とかそういう

ものを要したり、席幅をもうちょっと余裕を持ったものにしたいということから、ちょっ

と幅が広くて、もう３６年も使ってますので、部分的には当然へたってますので、それで、

一回り大きいものを、席数をちょっと減らしてでも更新したいというふうに考えておりま

す。 

○西川分科会長 奥岩委員。 

○奥岩委員 席数のことについては理解いたしました。 

 こちらが来られる方が対象が、お子さんから、さっきの御答弁ですと大人の方までおら

れると思うんですけど、今までもお子さんの方が結構来ておられたと考えるんですが、お

子さんがあそこに寝たとき、体重でぐっと後ろに押して上を見る感じになるんですけど、

お子さんの体重だとそれがなかなか倒れづらいっていうのが現実ありますので、その辺の

ところも施設管理者さんのほうから御意見等はしっかり頂戴していただいて、名称が今児

童文化センターもどうかっていうようなお話もありましたけど、お子さんの教育の場でも

ありますので、しっかりと更新した改修施設で、しっかりと学んでいただけるように、そ

こも準備していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。 

○西川分科会長 御意見ですね。 

○奥岩委員 はい。 

○西川分科会長 ほか。 

（「プラネタリウム」と伊藤委員） 

○西川分科会長 伊藤委員。 

○伊藤委員 この移築等というところがございますが、今の予算とは関係ないかもしれな

いですけれども、移築をした場合にどの程度費用がかかるのかっていうのをわかれば教え

ていただきたいです。 

 プラネタリウムの器材を移築をした場合って書いてある。「ドーム内貼スクリーン（移築
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等の可能性を考慮し、現有品を継続使用）」とあったり、移築をするわけですよね、もしか

したら、移築をするかもしれないというふうなプラネタリウムですよね。その移築をする

場合はどれくらいの費用がかかるのか。 

○西川分科会長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 移築というのは、御案内のとおり、児童文化センター、３６年経過してお

りまして、随時、予算をお認めいただいて、改修が必要なところは少しずつ直しておりま

すけど、全体として古くなってきていると思います。将来、その将来はいつかはわかりま

せんが、建物を改修すると、抜本的にですね。ドームそのものも改修するというようなこ

とは頭に入れておかないけんじゃないかということで、移すこと、そのままということを

想定しております。ただ、そのときに具体的に幾らかかるのかというのは、そのやり方に

よっても違いますので、今現在は算出しておりません。 

○西川分科会長 伊藤委員。 

○伊藤委員 すばらしいプラネタリウムができるということで、市民の皆さんも大いに利

用されると思うんですけれども、今、現状でさえ駐車場がとても足りなくって、土日はも

う、９時開館ですけれども、９時ちょっと過ぎるともういっぱいで、御存じですよね、ど

う考えておられますか。 

○西川分科会長 湯澤子育て支援課長。 

○湯澤子育て支援課長 児童文化センターの駐車場の問題といいますのは、以前からこち

らのほうも認識しております。児童文化センターの駐車場が、ラインが引いてあるところ

が４０台程度、それからセンター敷地内の空きスペースなどにも置いていただいておりま

すけれども、満車の場合は、やはり湊山公園の駐車場を御案内しております。そちらが１

２３台分ぐらいあるんですけれども、公園の利用者の方と同じところを使っていただくと

いうことで、そちらも大きいイベントなんかのときには十分でないということももちろん

認識しております。大きな本当にイベント、星取県のイベントなども昨年は児童文化セン

ターでも行われたんですけれども、その際には、それはちょっと本当に大きいイベントで

したので、県外から来られる方などもあって、駅からのシャトルバスですとか、あと米子

港からもシャトルバスを出していただいたりというふうなこともしております。 

 今の敷地内というのが本当に余裕のスペースがないということもありまして、なかなか

難しい問題なんですけれども、なるべく公共交通の利用をお願いするとともに、おっしゃ

るように、お休みの日は満車となることがありますので、特に更新のタイミングでは車で

来られる方もふえるのではないかということも考慮しておりますので、どのような方法が

可能であるか、ちょっと今のところどうということはお答えできないんですけれども、こ

の更新にあわせて考えてまいりたいとは思っております。 

○西川分科会長 伊藤委員。 

○伊藤委員 ぜひお願いします。ちっちゃい赤ちゃん連れでこられる方もたくさんいらっ

しゃいますので、堤防側にとめてなんていうのはとっても無理で、また冬の間や雨が降っ

たときは児童文化センター、ほかに行くところがないです。子ども連れでいっぱいです。

もう本当にセンター内も歩くのもなかなか、本当にぶつかるような、難しいようなことで

すし、駐車場は特に、ぐるぐるぐるぐる回って、いろんなところにも駐車されますし、と

ても危険だなと思ってますので、この際、やっぱりきちっと駐車場はされるべきだなと思
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いますので、プラネタリウムもされるということとあわせて考えていただきますようにお

願いします。 

 続けていいですか。 

○西川分科会長 どうぞ。 

○伊藤委員 でしたら、何点かお願いしたいと思います。 

 まず、１６ページの上段の生活困窮者自立相談支援事業と、あと次の地域力強化推進事

業が、同じことをちょっと言いたいんですけれども、まず上段の生活困窮者自立相談支援

事業は、平成２９年度の決算でも指摘があったと思うんですけれども、他機関を紹介する

ということが多く出ていて、自立まで伴走型になっていなかったなと思っております。や

っぱり１人増員したから、自立までいけるということができるのかどうなのかとすごく思

うんですね、心配してます。そこのところで、コーディネーターを新たに１名配置したか

らそれでいいわけではなくって、国の国庫支出金という補助がある間に、やっぱり地域を

育てるだとか、人を育てるだとか、そういう仕組みをつくるだとか、そういう視点を持っ

ていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○西川分科会長 大橋福祉保健部次長。 

○大橋福祉保健部次長兼福祉政策課長 地域力強化事業のほうのことなんですけども、伊

藤委員が御指摘のように、人を支えるということになれば、全て公費で賄うということが

非常に可能性が高いわけでございますね。したがいまして、できるだけ地域の人々の善意

をおかりしながら、そういう人を支えていきたいというのが地域力強化事業の内容でござ

いまして、これと相まって、先ほどおっしゃられた生活困窮者のソーシャルワーカー、個

人的な支援のほうも地域力を強化する中で充実していく、こういう感じで考えております。 

○西川分科会長 伊藤委員。 

○伊藤委員 きのうの総務文教委員会でも、スクールソーシャルワーカーの時間の整備時

間とかありましたけれども、誰かが来たから、スーパーマンが解決するみたいなことでは

なくって、やっぱり補助金がある間に、何度も言いますけれども、支える仕組みだとか、

あと、地域資源もたくさんありますので、そこをやっぱりつなげていくとか、活用してい

くということをぜひしていただきたいと思います。 

○大橋福祉保健部次長兼福祉政策課長 はい。 

○伊藤委員 次に、同じようなことなんですけど、２４ページの下にあります児童扶養手

当のこども総合相談窓口なんかがあって、さまざまな相談などしておりますが、やっぱり

児童扶養手当はひとり親家庭等を経済的に支援し、生活の安定及び児童福祉の向上を図る

必要があるという、そういう事業ですので、お金を渡してそれでいいではなくって、やっ

ぱり相談のほうにもつなげていただきたいと思っています。ここではお金はもらっていま

す、だけれどもほかのところで相談がありますというようなことがたくさん出てくると思

うので、ネウボラですよね、切れ目のない支援ということをもっと行っていただけないか

なと思うんですけど、担当課が変わってくるのでちょっと難しいかもしれないんですが。 

○西川分科会長 景山こども未来局長。 

○景山こども未来局長 今委員おっしゃいますとおり、児童扶養手当の窓口で、お金の給

付だけではなくて、しっかりと相談援助を行わなければいけないというふうには本当に痛

感しております。そういった中で、平成２８年度ですけれども、機構改革がありましたと
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きに、児童扶養手当の所管に、それまで別の係におりました、現在でいいますと、母子父

子自立支援員を配置いたしまして、御相談とともに、必ず自立に向かっての御相談にもこ

こで応じることもできるような仕組みをつくってまいりましたところ、やはりそこの効果

はございまして、どんどん相談件数もふえている現状であります。引き続きしっかりと寄

り添いながら、一緒に考えて、自立に向かってお手伝いができればと思っております。あ

りがとうございます。 

○西川分科会長 伊藤委員。 

○伊藤委員 予算がついておりますので、事業効果を最大にしていただきますようにお願

いします。 

 あと、同じようなことなんですが、今度は、３０ページの産後健康診査事業です。これ

はちょっと事前に聞き取りもさせていただきましたけれども、産後鬱の予防や新生児の虐

待予防を図るためということと、この１，４００人くらいですよね、多分、産後の母子と

もの健診のところのその費用を、産後健康診査事業ですよね、そこのところが何か私の中

ではマッチしないんですけれども、産後２週間ぐらいから１カ月は産後健診、みんな受け

ますよね、公費負担ですよね。そこはなぜ公費負担なのかっていうところですけど、納得

できないんですけど。 

○西川分科会長 清水健康対策課長。 

○清水健康対策課長 今、産後健康診査事業についての御質問でございますけども、今回

行いますのが、産後２週間と産後１カ月の産婦さんに対する健康診査ということでござい

まして、内容は、問診とか診察とか体重、血圧測定、尿検査、あと、エジンバラ産後うつ

病質問票ということでございまして、主にこれは、子どもさんの健康状態とかを診るとい

うよりも、産婦さんの健康状態とか、あと、産後鬱の状態とかを見るというところを視点

に置いておりまして、これについては今までされてる、診断を受けられている方とか、そ

うでない方がいらっしゃるんですけども、そこのところは、産後２週間とかは特に自殺と

か、そういったようなところにつながるところも多々ございますので、そういったところ

は病院のほうで診ていただくということで、公費負担ということで、できれば全ての方を

対象に診査を行いたいということでございます。 

○西川分科会長 伊藤委員。 

○伊藤委員 それを全ての人に本当にする必要があるかどうかっていうのが何か、私の中

で疑問なんですけど、産後鬱の対策はとても重要だと思ってます。でも、今までは産科医

と連携をして、妊娠、出産からそういう産後の鬱がないかどうかということを連携をしな

がらやってきたと思うんですね。それが先ほど言ったネウボラの妊娠、出産、育児とつな

がっていくと思うんですけど。だから、この事業が子育て世帯の負担軽減だったらわかる

んですね。だけども、そうではなくって、産後鬱の予防や虐待に対することっていえば、

そのリスクが高いところはもう妊娠、出産時期でわかっているはずなのに、それが２週間、

１カ月の健康診査に当然来る皆さんに充てるっていうところが、私、ちょっと納得がいか

ないんですね。 

○西川分科会長 清水健康対策課長。 

○清水健康対策課長 今、委員さんおっしゃられましたように、今までも妊娠の時期から

産後の時期におきましても病院等とは連携を保ちまして、ハイリスクの方については市の
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ほうに連絡していただいて、保健師で対応したりとかっていうことは当然やっておりまし

て、そこのところで、ただ、全ての方が、ハイリスクの方については、もうその状態で、

こちらのほうも把握できるんですけども、まだそうでない方もいっぱいいらっしゃるだろ

うということで、今回、全員を対象にするというところで、そういったところのリスクが

あるかもしれないという方の拾い出し等も、この診査でできるであろうということで実施

するものでございます。 

○伊藤委員 最後にします。 

○西川分科会長 伊藤委員。 

○伊藤委員 全て否定するわけではないんですけれども、例えば、エジンバラの産後うつ

質問票とかは、出産の間近なところでも多分これは病院で幾らでもとれるのかなと思った

り、あと赤ちゃん健診しますね、赤ちゃん訪問しますよね。赤ちゃん訪問をした際にこう

いうこともできるんじゃないかなと思うんですね。それが鬱の専門家ではない普通の産科

医で、プラスアルファはこのエジンバラの質問票だけなので、これが市民全体に理解でき

るのか、それはもう子育て世帯の負担軽減だったら私はわかるんですけれども、ここは何

かちょっと納得いかずに、これをするんだったら、一般財源の７００万を赤ちゃん訪問、

リスクが高いところに、鬱の疑いがあるとこに何度も何度も行ったほうが私は効果が高い

んじゃないかと思うので、そこら辺のところはちょっと連携をしていただきたいなと思っ

ております。 

○西川分科会長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 少しこれは簡潔に背景をお話ししたいと思いますが、委員よく御存じのと

おりであります。今、普通の家庭でも実は、いわゆるハイリスクでないと思われた方の中

でも児童虐待が起きる時代になっておりまして、全国的にはこの問題が非常に大きくクロ

ーズアップされておりまして、これに対するさまざまな対応の一つとして、国は、実はこ

の産後健診におけるエジンバラの検査というのを一つの柱に打ち出してきておりまして、

したがって、半分は国費で面倒見ていくと。こういった動きの中で、実は、県の母子保健

の協議会等がありまして、そこでずっとこの検討が進められて、来年度から県下全域でこ

のやり方でやろうということが申し合わせされました。米子市もどうだという話がありま

して、財政のことも、正直言って、お金がかかるもんですから、本当は正直迷ったところ

もあったんですけど、これは県下全域でやられる取り組みの中で、米子市がやらないとい

うことはちょっとやはり適当な選択ではないだろうということと、今おっしゃったように、

やはり児童虐待のリスク、それも普通の家庭から生まれるということのリスクを排除する

ための一つの方策として、これはやるべきだろうと、このように考えて予算をお願いする

ものでございますので、御理解をよろしくお願いいたします。 

○西川分科会長 伊藤委員。 

○伊藤委員 済みません、ありがとうございます。県下全域でするっていうのは、それは

納得しました。しかし、米子市は３カ月健診でも問診票をたくさんとって、ＤＶだとか虐

待だとかのリスクを把握してるはずなんですね。赤ちゃん訪問で、やっぱりそこにもっと

どんどん行ってやってもらいたいと私は思っていて、そこがやっぱり虐待を防ぐ、イコー

ルだと思っています。病院に来たときに先生が問診したところで虐待はなかなかわかりま

せんけれども、訪問して家に行けば、そこの家庭のいろいろなことがわかりますので、そ
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っちの方向で、できれば県のほうにも伝えていただいて、次の段階では、やっぱり赤ちゃ

ん訪問だとか、赤ちゃん訪問も保健師だけではなくって、いろいろな、民生委員だとか児

童委員だとか、あと、地域のサポーター、子育てサポーターとか、そういうような方も、

できればそういうふうな広がりも持っていっていただければなと思います。意見です。あ

りがとうございます。以上です。 

○西川分科会長 ほかはありませんか。 

 土光委員。 

○土光委員 プラネタリウムのことで追加で聞きたいことがあります。これ、今、現状で

プラネタリウムの入場料いくらかと。新しくして、その後、入場料はこのままなのか、改

定を考えているのか、ここをまずお聞かせください。 

○西川分科会長 湯澤子育て支援課長。 

○湯澤子育て支援課長 プラネタリウムの入場料ですけれども、子どもさん、幼児さんは

常に無料になっております。小・中学生、高校生は、平日は５０円の御負担、土日祝日は

無料となっております。大学生と一般の方につきましては、３１０円の御負担をいただい

ております。ほかに団体の割引もございますけれども、基本的にはその金額をいただいて

おります。 

 今後の値上げということですけれども、この秋の消費税増税ということで、それに伴う

値上げというのは、総務文教委員会のほうでもお知らせしていると思いますが、この更新

に係る値上げというのは今のところは考えておりません。 

○西川分科会長 土光委員。 

○土光委員 これは私の意見なんですけど、実際、施設を改修して、全国的にかなりすぐ

れた施設になるというふうに聞いてます。対象者も児童だけではなくて、先ほどお話があ

ったように大人向けとかあるので、私は、大人向けとか、そういった対象には、それなり

の入場料を取ってもいいのではないかと思うので、そういった点、ちょっといろいろほか

のとこを調べたら、５００円とか１,０００円取るとこもあったけど、やはりそれなりの施

設で、それなりの内容で、多分満足していただくような内容になるだろうと思うので、学

生とか児童とかは、できるだけ金銭的に負担なしにというのは続けていけばいいと思うん

ですけど、大人に関しては入場料をそれなりの入場料があってもいいと私は思うので、そ

のような検討をしていただければという意見です。 

○西川分科会長 御意見ですね。 

○土光委員 はい。 

 それから、もう一つ。 

○西川分科会長 はい。 

○土光委員 もう１点は、先ほど、手話言語条例のときの話で、手話通訳の派遣で、今回

でそれなりの改善というか、充実するというふうな話があったと思うんですけど、ちょっ

と予算の説明では、それがどこに対応してるのかわからないので、実際、何がどうなるの

か、それがどこで予算に反映されているのかを説明ください。 

○西川分科会長 仲田障がい者支援課長。 

○仲田障がい者支援課長 先ほど私から説明しました手話通訳の処遇改善ということで

すが、事業別予算書の６５ページ、事業の番号としては７７番でございます。手話通訳派
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遣等委託事業において、一般の方が個人で手話通訳を頼まれたときの費用を見るというこ

とで、委託事業をしておるものでございますが、昨年度の当初予算との比較で２２３万７,

０００円増額となっております。この部分が御説明をさせていただいた処遇改善に相当す

る部分でございますというお答えでいいですか。 

○西川分科会長 土光委員。 

○土光委員 処遇改善というのは、手話通訳者に対する報酬が改善されるのか、それとも

頼むほうの料金が何か今より安くなるのか、その辺のもうちょっと具体的なところ。 

○西川分科会長 仲田障がい者支援課長。 

○仲田障がい者支援課長 現在、個人で手話通訳を派遣されるに当たっての利用料はござ

いません。全部委託料で賄っているところでございます。今回の処遇改善の具体的な内容

としましては、専任通訳者の業務多忙をサポートするための事務職員の配置ですとか、そ

ういったところになります。 

○西川分科会長 ほか。 

 戸田委員。 

○戸田委員 ちょっと市長さんがおられるけん、市長さんと議論してみたいんですけど、

当初予算編成６９０億円、前年度比相当な額が出てきて、そのうち民生費の占める割合が

４０％弱、約２７０億円ということなんですが、その歳入の中で、財政調整基金と減債基

金も繰り出して、それに充てておるんですけれども、基金が枯渇するわけではないけれど

も、義務的経費がこれだけ上がってきておる。そうした中で、一方、本当に基金を繰り出

いていいのかどうか。私はこの予算には賛成なんですよ。そこで、将来的に予算を鑑みた

場合には硬直化が考えられるかもしれません。その辺のところはどういうふうな判断をし

ておられるか、その辺をちょっとまず伺っておきたいと思います。 

○西川分科会長 伊木市長。 

○伊木市長 まず、基金の繰り出しにつきましては、もうこれはできる限り必要最小限で

あるべきだと思ってますし、特に財政調整基金につきましては、議会でも答弁したとおり、

やはり当面、何かあったときの支出として、おおむね３０億は目標として積み立てたいと

いうことは表明しておりますので、このたび取り崩すというのは、それに対しては一歩後

退の部分もありますので、必要最小限でいかなければならないと思っているとこです。こ

のたび取り崩した金額は、あくまで昨年度積み立てたものの範囲内で取り崩しをさせてい

ただいたというのはまず１点ございますので、できるだけ必要最小限にとどめたという現

状がございます。 

 一方で、新年度、３１年度につきましては、やはり特に投資的事業のほうで今やってお

かなければいけない事業が大変多くありまして、むしろそちらのほうに引っ張られた感は

あったと思います。一方で、民生費につきましては、やはり実績部分が徐々に伸びてきて

るという実態がございまして、こればっかりは、制度上もありまして、合理的に抑えにか

かるというのはなかなか難しいところがございます。事務方に対しては、平素、支出の中

身の精査っていうのを継続的にしっかりするようにということは申し上げてるとこではご

ざいますけれども、やはり今後も伸びていく想定はしております。その一つには高齢化社

会というものがありますし、子育て支援についても充実させていかなきゃいけないという、

大きな２つの柱があります。 
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 したがいまして、そこら辺につきましては、このたび上程させていただいてる予算もそ

うですけども、中身をしっかりと見ていただいて、先ほど伊藤委員のほうからも貴重な御

意見いただきましたけども、本当にかぶってる、重複してるようなものはないかとか、そ

の辺をきちんと精査をして、これからの適正運営に心がけていきたい、そのように思って

おります。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 それで、私も総括質問したかったんですけどやめたんですが、今おっしゃる

とおり、義務的経費も今のを見ますと前年度対比で約５億円ふえてるんですよ。そうなる

と、これからどんどん右肩上がりで上がってくるんだろうと。それで、今の予算歳出をい

かに単費を抑えるという工夫は、やはり国県の補助メニューにいかに対応させていくのか、

その補助メニューをいかに検索して、それに該当させて、今の市民に有益ないわゆる施策

を打つのが本来のあり方だと私は思っておるんです。今回、単独事業が相当多い、約１４

億円ぐらい単独事業ふえてるんですけれど、民生費の中で単独事業はどうなのか、その辺

のとこ創意工夫があったのか、その辺のところ、市長さんか副市長さんか、どっちかに答

えていただければなと。 

○西川分科会長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 委員御指摘のとおりでありまして、財政運営の上で、先ほど市長が申し上

げたとおりでありますが、やっぱり財源に目を向けるというのはとても重要なことだとい

うふうに思っております。あえて言えば、ややちょっとその辺が弱かった部分もあるのか

なというふうに率直に思っておりまして、これは国県の有利な財源を取り込むということ

は最大限努力しておりますし、少しずつでありますけど、その実も上がってきてるという

のは見ていただいたとおりであります。 

 特に、福祉の方でもそうなんですけど、やはり県との連携がとても重要でありまして、

県の動き、もちろん国の動きもそうなんですけど、よく情報をとりながらということをや

っておりますし、各担当部局のほうにも指示をしております。その取り組みを引き続きし

っかりとやっていきたいと思います。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 それで、答弁をずっと聞いとると、前年度実績を鑑みてというような説明を

ずっとされておる、それも確かに実測値かもしれません。しかしながら、平成３０年度を

締めた時点の実測値がもっと見込めるんじゃないかなと私は思うんですよね。例えば、１

２月の末の編成で予算編成に入っていくから、その辺のところは十分理解するんですけど、

やはり最終年度の、いわゆる出納検査の５月末のときの状況をどう反映させるかっていう

のも一つの考え方であろうなと私は思うんですよ。いわゆる近似値、その辺の取り込み方

が足りてないじゃないかなと私自身は感じております。 

 もう一つ、それは答弁はいいんですが、プラネタリウムについて、これは私は了としと

るんですけど、しかしながら、手法的に、このプラネタリウムの、今も、駐車場が狭い、

いろんな議論がありました。ここの委員会の中でも、老朽化しておる、使い勝手が悪い、

駐車場が少ない、私も子供会で１０何回行きました。駐車場全くとめられません。そうい

うような状況を確認しておきながら、なぜ、この３１年度にやらなければいけないのか、

その背景、市長の思いを。市長の思いでしょうから。このプラネタリウムを更新、現在で
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もやらなければならないという市長の考え方を私はまず伺っておきたいと思います。 

○西川分科会長 伊木市長。 

○伊木市長 このプラネタリウムの件につきましては、平成２９年の４月、私が就任して、

その前後から、新規の機械への更新というものを非常に強くいろんなところから要望をい

ただいておりました。利用者の方からの要望もございました。そうした中で、やはりこう

したいろんな民生費の中で、義務的経費として本来出費すべきものの優先順位というのは

非常に高いものがございますので、やはり財源について非常に苦慮をしておりました。で

すので、例えばですけども、これは平成２９年度の話ですが、当時、私が市長に就任した

ときは、まだ米子駅の南北自由通路の設置に係る米子駅ビルの３階、４階の使い方が未定

でありました。未定でありましたがために、ここに例えば鳥取県のやっている星取県とい

う企画、これとあわせて、県費を何とか導入できないかという意図のもと、そういう案を

出したこともありました。ただ、全体として経費がかかり過ぎるもんですから、これはだ

めだなということで諦めたわけですけれども、その後、いろいろと実は財源を探す中で、

結論から言いますと、ことしは非常にふるさと納税の寄附金が大変好調でありまして、こ

れを財源に使えるのではないかということで、一つ、やはり寄附をしていただいた方に対

しても、きちんと米子の子どもたちの将来のために、もちろんこれは米子の子どもだけで

なく、近隣の子どもたちも含めた、将来のための投資がこれでできるのではないかという

めどが立ったことで、このたび踏み切ろうという意思決定をした次第です。 

 一方で、駐車場の問題は私も認識をしております。私も時々行くことがございますけど

も、たまにとめれることはありますが、なかなかとめられないこともある、そういう状況

も認識しております。ですが、このたびのプラネタリウムを新しくすることと、そのこと

を今の時点ではちょっとなかなかリンクさせられない。つまり、すぐに近隣の駐車場が確

保できるかといいますと、非常になかなか、土地の状況を見ると簡単ではない。一方で、

じゃあ、移設する場所も含めて検討を入って、そこから何年たつかわかりませんけれども、

建物込め移設をするとなると、これまた相当な時間がかかるということで、一方で、プラ

ネタリウムの器材を直しながら、もうぎりぎりのところでやっているという事情もござい

ますので、そういった事情も認識してる中ではありますけれども、このたび踏み切らせて

いただくということでございます。 

○西川分科会長 戸田委員。 

○戸田委員 市長さんの思いもよく理解したんですけど、ただ、私たちが聞いておったの

は、今のエレベーターもなかなかつきにくいんだと。エレベーターのつけるものをいろい

ろと検索しておりますよと、そこでとまっておったんですよね、説明が。だから、エレベ

ーターもつかんような状況なんだな、老朽化してどうなんだろうかなという疑念といいま

すか、そういうふうな心配はしとる状況下の中でこういう施策が出てきたもんですから、

その辺のところが当局も説明不足だったんじゃないかなと私は思うんですよ。だから、市

長がそういうふうな思いがあるのであれば、その辺のところをもっと積極的に当委員会に、

閉会中でも幾らでもそういう話す機会もあるし、その辺のところも部長さんをきちっとま

とめられて、私は小出しでもよかったと思うんですよ。こういうふうな考え方、どういう

ことを考えた、今のプラネタリウムの更新をしますよと。将来的な構想の見地からいけば、

移設も可能のものをつけていきますよというような、事前の説明があってしかるべきだと
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私は思っておるんです。そうすれば、きちっと皆さんが了として、スムーズに予算も、あ

あ、いいことだ、やろうじゃないかという機運も、軌を一にできとったんではないかなと

私は思うんですよね。やはりそういうふうなプロセスが私は大事だと思うんです。 

 議員も、やっぱりそういうふうな報道、メディアに出れば、どんなほんならプラネタリ

ウムされるんですか、いや、私は知りませんよと、事実そうなんです。きょう初めてこう

いうものが出てきた。だから、そういう、どういうようなものをしてって、やっぱり直接、

唐突に出さずに、事前に副市長さんが歩いて説明されたんですけど、私はそういうふうな、

やはり委員会にもきちっと説明をしかるべきときにして、将来的には当初予算編成で対応

させていただきたいというようなプロセスが私は、今後ほかの事業に当たっても、きちっ

と対応すべきだと思いますよ。そういう意見を私はつけておきたいと思います。 

○西川分科会長 よろしいですか、あと、ほかはもう。 

 じゃあ、これは……。 

（「委員長」と又野委員） 

○西川分科会長 また違った意見ですか。 

○又野委員 違う意見です。 

○西川分科会長 どうぞ、又野委員。 

○又野委員 手短にしたいと思うんですけども、済みません、何点か。 

 事業の概要の１９ページなんですけれども、下のほうに認知症高齢者グループホーム整

備事業とあるんですけれども、必要性のところで、認知症高齢者の増加に対応するためと

いうことでして、実際、米子市でどれくらい、わかればですけれども、見込み増加がある

のか。それで、事業計画のところで５つの生活圏で挙げられてて、そのうち今回、１カ所

ということなんですけども、全部整備したら、どれくらいの入居者が見られるかというと

ころがわかれば。 

○西川分科会長 奥谷福祉保健部次長。 

○奥谷福祉保健部次長兼長寿社会課長 まず、現在の認知症高齢者の方の状況でございま

すが、実は認知症の方の数というのはなかなか、本人さんが受診をしない、外に出ないと

いう格好で把握をしづらいところはあるんですが、うちのほうで判断をしておりますのが、

介護認定を受けられる際に、認定調査の中の自立支援の生活状況の判定がございます。そ

のものを見ますと、済みません、２９年４月１日現在で５,１０３人の方がおられますし、

その１年後、３０年４月１日には５,１６８人、６５人ふえて、約１.１％ふえたというよ

うな状況でございます。この数字は、介護認定を受けておられる方の約６割の方が認知症

の傾向があるというふうに把握しておりますし、今後、高齢者の方がふえていけば、当然

その数もふえていくというふうに思っております。 

 あと、施設の関係でございますが、現在、そこに５地区を挙げたうちの１カ所というこ

とでありますが、これ、順次挙げていく中で、いきなり全部、５地区、広げていくという

ことは考えておりませんが、１カ所ふやす段階で、大体１８人規模の事業所を１カ所ふや

していくということで考えております。 

 ちなみに、現在、米子市にはグループホームが２２カ所ございまして、その２２カ所で

の現在の定員数を総数で出しますと、３３３人の方のグループホームが現在整備されてお

ります。以上です。 
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○又野委員 ありがとうございます。 

 そうしますと、済みません、次に、２２ページですけれども、上のなかよし学級のとこ

ろなんですけれども、ことしもなかよし学級に漏れたっていう声を聞きまして、地域によ

って差はあると思うんですけれども、ちょっとどれくらい米子で漏れた人がいるのかって

いうのと、それと、その対応とか対策っていうのがあれば聞かせてやってください。 

○西川分科会長 湯澤子育て支援課長。 

○湯澤子育て支援課長 ２月の中旬に１次許可というのを出しております。その段階で許

可、入級許可をさせていただいた方が９２７名いらっしゃいます。そのときに不許可とい

いますか、保留状態になった方が１９８名いらっしゃいます。不許可とさせていただいた

方につきましては、民間の児童クラブを御紹介するなどという方法をとりまして、放課後

の子どもさんの入級を勧めるという方法をとっておりますし、どうしても学校のなかよし

学級というところに入りたいという方につきましては、一応、保留状態で、あき待ちとい

うことで手続はさせていただいておりまして、その間、別の民間の児童クラブのほうにお

られるという方もいらっしゃいます。 

○又野委員 了解でございます。 

 あと、済みません、２９ページですけれども、下の発達支援事業で、５歳児健診からの

移行というお話だったんですけれども、ちょっとイメージが湧かなくて、実際どういうよ

うな流れで、この例えば月１回の発達相談されるのかとか、巡回相談をされるのか。予約

して行くのかとか、その場でそういう相談会があってやるとか、何かちょっと、ごめんな

さい、イメージができなくて、教えてやってもらえませんでしょうか。 

○西川分科会長 橋尾こども相談課長。 

○橋尾こども相談課長 まず、発達相談のほうにつきましてですけども、これ、発達専門

の医師による診察、あるいはほかの発達支援員ですとか心理士とかっていうような者が相

談に応じるものですけども、これはもう日程を設定をしておりまして、予約を受け付けて、

その日に合わせて来ていただくということにしております。 

 巡回相談ですけども、こちらにつきましては、保護者の方であったり、園の方から申し

込みをいただいて、園のほうに発達支援員、心理士、保健師等が出かけまして、園での児

童の様子を観察したり、保護者の方とお話をして子どもさんへの対応等について協議した

り、あるいは助言をしたりというようなことをしております。 

○又野委員 ありがとうございます。 

 済みません、以上です。 

○西川分科会長 ほかありませんか。 

 なければ、ここで暫時休憩をいたします。 

午後３時１９分 休憩 

午後３時２９分 再開 

○西川分科会長 次に、議案第４１号、平成３１年度米子市介護保険事業特別会計予算を

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 中本福祉政策課長補佐。 

○中本福祉政策課長補佐 議案第４１号、平成３１年度米子市介護保険事業特別会計予算
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につきまして、歳出予算の主なものの概要を御説明いたします。 

 平成３１年度事業別予算書をお出しください。２１３ページをお出しください。事業番

号１番、介護サービス給付についてですが、１２６億６,２８８万７,０００円を計上して

おります。これは要介護認定を受けた被保険者が利用したサービスの費用を給付するもの

で、今年度の給付費の実績見込みが利用者の増加等から増額となるため、平成３１年度に

おいてもこのことを反映し、前年度から増額となっております。 

 次に、その下、事業番号１番、介護予防サービス給付についてですが、４億８,９４２万

６,０００円を計上しております。これは要支援認定を受けた被保険者が利用したサービス

の費用を給付するもので、こちらも先ほどの事業と同様に、今年度の給付費の実績見込み

が利用者の増加等から増額となるため、平成３１年度においてもこのことを反映し、前年

度から増額となっております。 

 続きまして、２１４ページの上から３番目、事業番号１番、介護予防・生活支援サービ

ス事業についてですが、３億６,８５１万２,０００円を計上しております。これは要介護

状態となる前の高齢者に対する各種予防事業を行うもので、こちらも同様に、今年度の事

業費の実績見込みが利用者の増加等から増額となるため、平成３１年度においてもこのこ

とを反映し、前年度から増額となっております。 

 平成３１年度介護保険事業特別会計当初予算の説明につきましては、以上でございます。 

○西川分科会長 当局の説明は終わりました。 

 委員の皆さんから質疑、御意見を求めます。 

〔「なし」と声あり〕 

○西川分科会長 なしという御意見でよろしいですね。 

〔「異議なし」と声あり〕 

○西川分科会長 では、予算決算委員会市民福祉分科会を暫時休憩いたします。 

午後３時３１分 休憩 

午後３時５５分 再開 

○西川分科会長 では、予算決算委員会市民福祉分科会を再開します。 

 まず最初に、こちら側の案件をあれしてから、土光委員の御意見を聞きましょう。 

 分科会長報告のための意見の取りまとめを行います。御意見があったら……。 

○土光委員 でも、それって、分科会になりますよね、今。 

○西川分科会長 はい。 

○土光委員 だから、委員会として話をつけて、分科会。 

○西川分科会長 だから、ちょっと待って、これはまだ、御意見をですが。 

○土光委員 じゃあ、今は分科会なんですね。 

○西川分科会長 はい。 

○土光委員 わかりました、承知しました。 

○西川分科会長 よろしいですかいね。 

○土光委員 どうぞ。 

○西川分科会長 このたびのあれで、何か分科会長報告としてこの意見を言わなきゃいけ

ないということがありましたら、ここで御論議をしておきたいと思います。予算関係のみ

ということで。 



－36－ 

（「予算の部分だけですよね」と土光委員） 

 では、特に、これだけは言いたいということがあれば。 

○戸田委員 プラネタリウムのことを皆さんが不信感を持っておられるだけど、市長の思

いも考え方も聞いただけん、それで了とすればいいが。 

○土光委員 不信感持ってますか、誰か。 

○戸田委員 私は持ってますよ。あなたは持ってなくても、私は思ってます。 

○土光委員 いやいや、皆さんと言われたから、誰かなと。 

○戸田委員 いや、皆さん、いや、ほかの人も持ってるでしょう。土光さんとは考え方違

うけども。だけど、プロセスが違って、唐突に予算編成でぼんと出てきたことに違和感が

あるということを私は言っとるんです。市民福祉委員会で構想の段階からきちっと話をし

て、委員会の意見を受けとめて、またいいものにするのが本来のあり方だと思うんですよ。

委員会で、きょうでも予算上程しとるのを、これを本当に否決するかということになると、

そういう話じゃなく。 

○西川分科会長 戸田委員の言うとおりだと思います。それで、副市長が各会派を回った

わけですからね、そういうことで。 

（「特段ないじゃないの」と戸田委員） 

○伊藤委員 でも、戸田委員の言われましたように、民生費がどんとね。 

○戸田委員 右肩上がりでね。 

○伊藤委員 ええ。それは何か貴重な御意見かなと思います。 

○戸田委員 確かに、財政調整基金と減債基金取り崩しておるんですよ。ガイドラインを

３０億で切っとるんですけど、これから義務的経費、民生費がどんどん上がっていきます

よ、今回も５億近く上がってますからね。だから、そこのところは私は触れておいたほう

がいいかもしれない。 

 正副委員長に任せますがん。 

○伊藤委員 はい。 

○戸田委員 その辺のところを触れといてええだないの。 

（「くぎだけ刺して」と前原委員） 

 くぎ刺いとくのは。 

○土光委員 そういうことは決めて、中身は任せると。 

○戸田委員 タイトルだけね、そういうようなことをして、あとはお任せという。 

○伊藤委員 じゃあ、もう一つ、市長が言ってくださったんですけど、事業が重複するよ

うなものがあるとしたら、それは精査していただきたいというようなことも。 

○戸田委員 予算編成に当たって、重複する事業が見受けられるので、十分に精査された

いぐらいは言ったらいいと思います。 

○土光委員 済みません、戸田さんが言われたことを取り上げて、もう一回、戸田さんの、

何が問題かというのをちょっと私、ちゃんと頭に入ってないんで。 

○戸田委員 ちゃんと聞いときないや。 

○伊藤委員 じゃあ、それは後で。 

○土光委員 戸田さんの言うとおりです。 

○戸田委員 土光さんみたいな優秀な方がわからん。 
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○西川分科会長 じゃあ、その２点。 

（「駐車場は入れといてください」と前原委員） 

○伊藤委員 駐車場。駐車場は、でも、関係ないですよね。参考ぐらいまで。 

○先灘議会事務局長 でも、目的がそれぞれ違いますよね。なので、重複事業というより

も、やり方の問題じゃないですか。重複するというより目的はそれぞれあってやっていま

すんで。 

○伊藤委員 重複するっていうのは市長が言われたことです。じゃあ、それはいいです。 

○西川分科会長 いや、ほんなら、重複は入れとけばいい。 

○伊藤委員 はい。 

○戸田委員 だけん、見受けられる部分があるということだないか。 

○尾沢委員 だけども、そう言うと、また具体的に何ですかって、突っ込まれますよ。 

○西川分科会長 そうそうそうそう、そげなるとおかしくなっちゃうよ。 

○戸田委員 見受けられる部分があるので、その辺は任せたらいい。 

○西川委員長 ほんじゃあ、予算決算委員会市民福祉分科会を閉会します。 

午後４時００分 閉会 

 

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。 
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